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北海道環境基本計画［第３次計画］（原案）新旧対照表 

                                                               ※赤字が第 2 次計画からの変更箇所 

旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

 

 

 

 

１ 計画の基本的事項 

（１）計画の位置付け・性格 

 

○ 環境基本計画は、環境基本条例第 10 条の規定に基づき、環境の保全及び創造に関する長期

的な目標や施策の基本的事項などを明らかにするものです。 

このため、平成 20 年３月に策定した環境基本計画 [第２次計画]（以下「[第２次計画]」と

いう。） では、21 世紀半ばを展望した長期的な目標を掲げるとともに、目標の達成に向け、

計画期間に展開する施策の基本的事項を示しています。 

 

○ この環境基本計画 [第２次計画] 改定版（以下「改定計画」という。）は、[第２次計画] の

見直し規定に基づき、[第２次計画] 策定後の施策の進捗状況に関する点検・評価の結果や、

環境及び社会経済の状況の変化を踏まえ、主に施策の方向や重点事項など「施策の基本的事項」

に関して所要の改定を行ったものです。 

 

○ また、環境基本計画は、道の環境政策を推進する上での基本的な計画であることから、道の

環境に関する個別の計画等は、この改定計画が示す方向に沿って策定・推進されるものです。 

 

○ さらには、この改定計画は、環境に関する特定分野別計画として、道の「新しい総合計画」

が示す政策の基本的な方向に沿って見直しを行っており、総合計画と一体的に推進されるもの

です。 

 

○ なお、政府は、国全体としての環境政策の方向と取組の枠組を明らかにする第４次環境基本

計画を定めていることから、国の環境基本計画との整合を図りながら、この改定を行っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の期間 

 

○ 環境基本計画は、身近なごみ問題から、地球規模の環境問題まで、環境全般を対象とした計

画です。 

計画期間の設定に当たっては、特に地球環境問題のように長期的な視点に立って取り組む

ことが重要な問題などを考慮して、ある程度の幅を持たせることが必要です。 

このようなことから [第２次計画] では、平成 20 年度からおおむね 10 年間を計画期間と

 

 

 

 

１ 計画の基本的事項 

（１）計画の位置付け・性格 

 

○ 北海道環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）は、北海道環境基本条例（以下「環境

基本条例」という。）第 10 条の規定に基づき、環境の保全及び創造に関する長期的な目標や

施策の基本的事項などを明らかにするもので、平成 10 年３月に環境基本計画［第１次計画］

を策定しました。 

その後、平成 20 年３月に見直しを行い、環境基本計画［第２次計画］（以下「第２次計画」

という。）を策定し、平成 28 年３月には、施策の方向などについて見直しを行い、第２次計

画改定版（以下「改定計画」という。）を策定しています。 

 

 

 

 

○ 環境基本計画は、道の環境政策を推進する上での基本的な計画であることから、道の環境に

関する個別の計画等は、環境基本計画が示す方向に沿って策定・推進されています。 

 

 ○ 同時に、この環境基本計画は、環境に関する特定分野別計画として、「北海道総合計画」が示

す政策の基本的な方向に沿うものであり、適時に見直しを行いながら、総合計画と一体的に推

進されるものです。 

 

○ また、政府においては、国全体としての環境政策の方向と取組の枠組を明らかにする第５次

環境基本計画を平成 30 年度に策定しました。 

 

○ 加えて、昨今の国際情勢としては、「持続可能な開発目標（SDGｓ＊）」や「パリ協定＊」の採

択など経済や社会の在り方が大きく変化しており、経済、社会及び環境の三側面の調和を意識

しながら、気候変動の影響への対処や脱炭素社会の実現に向けた取組を推進することがより重

要となっています。 

 

○ このような社会情勢の変化や、これまでの環境基本計画の進捗状況を踏まえ、今後の道の環

境施策の方向性を示すために、環境基本計画［第３次計画］（以下「［第３次計画］」という。）

を策定しました。 

 

（２）計画の期間 

 

○ 環境基本計画は、身近なごみ問題から、地球規模の環境問題まで、環境全般を対象とした計

画です。 

計画期間の設定に当たっては、特に地球温暖化のように長期的な視点に立った施策の展開が

求められる課題もあり、ある程度の幅を持たせる必要があることなどから、この［第３次計画］

の期間については、次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・計画の変遷記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・昨今の情勢反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総論 第１章 総論 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

し、計画の推進に取り組んできました。 

 

○ 一方で、環境基本計画は「総合計画が示す政策の基本的な方向に沿う」ものとされており、

平成 28 年度からスタートする道の「新しい総合計画」との整合を図ることも重要です。  

 

○ また、この改定計画では、第 2 章の「施策の展開（施策の基本的事項）」について大きな見

直しを行っており、その方向に基づく施策を実施し評価するためには、一定の期間が必要です。 

 

○ 以上のような視点に立って、この改定計画の期間については、次のとおりとします。 

 

計画期間は平成 28 年度からおおむね５年 

 

（３）計画の構成 

 

○ 環境基本計画では、長期目標と施策の基本的事項を定めることとしています。 

 

○ このため、21 世紀半ばを展望した北海道の将来あるべき環境の姿とその具体的なイメージ

を将来像（長期目標）として示します（第１章３）。 

  また、その実現に向けて、計画期間に実施すべき施策の展開（施策の基本的事項）を掲げま

す（第２章）。 

  「施策の展開」の中では、分野ごとにめざす姿を明らかにし、その実現のための施策展開に

おける目標や、目標の達成状況及び施策の進捗状況を表す指標群を掲げるとともに、道の施策

の方向と主な取組などについて記載します（第２章１及び２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１ 計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画期間は令和３年度から概ね 10 年 

 

（３）計画の構成 

 

○ 環境基本計画では、長期目標と施策の基本的事項を定めることとしています。 

 

○ このため、21 世紀後半（概ね、2060 年頃。以下同じ。）を展望した北海道の将来あるべき

環境の姿とその具体的なイメージを将来像（長期目標）として示すとともに（第１章３）、その

実現に向けて、計画期間に実施すべき施策の展開（施策の基本的事項）を掲げます（第２章）。 

  「施策の展開」については、まず、今後の環境施策の基本となる「環境・経済・社会の統合

的向上に向けた考え方」や環境以外の分野にまたがる「分野横断の取組」を記載した上で、「分

野別の施策の展開」として、分野ごとにめざす姿やその実現に向けた基本的な方向性、道の施

策などについて記載します。 

図１－１ 計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・計画期間更新 

 

 

 

 

 

 

 

・長期目標設定時期更新 

 

 

 

・構成の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 将来像（長期目標）

循環と共生を基調とする環境負荷の少ない持続可能な北海道
◆自然との共生 ◆健全な物質循環 ◆持続可能な生活
◆環境に配慮した地域づくり ◆環境と経済の良好な関係

■ 計画の位置付け
◆長期目標を示す
◆施策の基本的事項を示す

■ 分野別の施策の展開
◆地域から取り組む地球環境の保全
◆北海道らしい循環型社会の形成
◆自然との共生を基本とした

環境の保全と創造
◆安全・安心な地域環境の確保
◆各分野に共通する施策の展開

■ 重点的に取り組む事項
◆野生生物と共生する

社会づくり
◆地域の資源を活用した持

続可能な地域社会の形成
◆豊かな自然の

次代への継承

第１章 総論

第２章 施策の展開（施策の基本的事項）■ 社会経済や環境等の状況
◆ 社会経済

・人口減少と地方創生
・震災と強靭化

◆ 環境の状況
・野生動物とのあつれき
・温室効果ガス排出量増加

第３章 計画の推進

■ 点検・評価の実施
■ 指標群

（指標・個別指標・補足データ）

■ めざす姿・現状と課題・分野別目標

緊急性・独自性・総合性

■ 道民の意見の反映

■ 計画期間
◆ 平成28年度から概ね５年



4 

 

旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

（４）各主体の役割等 

 

○ 長期目標の実現に向けて、計画を推進するためには、道民や事業者等の各主体が自主的、積

極的に環境保全に取り組むことが重要です。 

  そこで、それぞれの主体に期待される役割を掲げます。 

 

《道民》 

一人ひとりが環境問題への関心を持ち、理解を深めるとともに、「もったいない」の心を

持ち、日常生活の中から積極的に環境に配慮した行動を実践することを期待します。 

また、民間団体等が実施する環境保全活動に積極的に参加することを期待します。 

 

 

《事業者》 

自らの事業活動が環境に及ぼす影響と社会的責任の重要性を認識し、環境に配慮した事

業活動を展開するとともに、環境に関する取組状況を自ら公表することを期待します。 

 

 

《NPO 等の民間団体》 

環境保全に資する活動を自主的に行うとともに、それぞれが有する知識や技術等をもと

に、道民に環境配慮の取組の環を広げることを期待します。 

また、道民、事業者、行政が連携、協働して取り組むことができるよう、各主体を結びつ

ける担い手としての役割を果たすことを期待します。 

 

《市町村》 

環境基本計画の示す方向に沿って、地域の自然的・社会的特性を踏まえた総合的な環境

施策を推進することを期待します。 

また、環境に関する理解を深める機会や情報を提供することなどにより、住民等の環境

に配慮した活動を促進することを期待します。 

 

《道》 

道民、事業者、NPO 等の民間団体、市町村との連携のもと、環境基本計画の示す方向に

沿って、総合的・計画的な環境施策を推進し、各主体の取組を支援するとともに、自らが実

施する事務・事業において、率先して環境に配慮した行動を行います。 

また、広域的な取組を必要とする課題などに対応するため、国や他県などの関係機関と

の連携を進めます。 

 

○ なお、北海道の豊かな環境を将来の世代に引き継ぐため、情報発信に努め、北海道を訪れる

観光客や北海道の環境のすばらしさに共感する人など北海道に関わりをもつ道外の人たち（ス

テークホルダー）に、道民や事業者などの取組や行政の施策への協力・支援を期待します。 

 

○ また、長期目標の実現に向けて、各主体は、それぞれの役割を踏まえたうえで、必要に応じ

て他の主体の役割を実践するなど多重的な役割もこなしながら、互いの得意分野を活かして連

携・協働していくことが重要です。 

 

（４）各主体の役割等 

 

○ 長期目標の実現に向けて、計画を推進するためには、道民や事業者等の各主体が自主的、積

極的に環境保全に取り組むことが重要です。 

  そこで、それぞれの主体に期待される役割を掲げます。 

 

《道民》 

一人ひとりが環境問題への関心を持ち、人間と環境との関わりについて理解を深めると

ともに、持続可能な社会を意識して、日常生活の中から積極的に環境に配慮した行動を実践

することを期待します。 

また、民間団体等が実施する環境保全活動に積極的に参加することを期待します。 

 

《事業者》 

自らの事業活動が環境に及ぼす影響と社会的責任の重要性を認識し、持続可能な社会の

実現に向け、環境に配慮した事業活動を展開するとともに、環境に関する取組状況を自ら公

表することを期待します。 

 

《NPO 等の民間団体》 

環境保全に資する活動を自主的に行うとともに、それぞれが有する知識や技術等をもと

に、道民に環境配慮の取組の環を広げることを期待します。 

また、道民、事業者、行政が連携、協働して取り組むことができるよう、各主体を結びつ

ける担い手としての役割を果たすことを期待します。 

 

《市町村》 

[第３次計画]の示す方向に沿って、地域の自然的・社会的特性を踏まえた総合的な環境施

策を推進することを期待します。 

また、環境に関する理解を深める機会や情報を提供することなどにより、住民等の環境に

配慮した活動を促進することを期待します。 

 

《道》 

道民、事業者、NPO 等の民間団体、市町村との連携のもと、[第３次計画]の示す方向に

沿って、総合的・計画的な環境施策を推進するとともに、各主体の取組を支援するほか、自

らが実施する事務・事業において、率先して環境に配慮して行動します。 

また、広域的な取組を必要とする課題などに対応するため、国や他県などの関係機関との

連携を進めます。 

 

○ なお、北海道の豊かな環境を将来の世代に引き継ぐため、情報発信に努め、北海道を訪れる

観光客や北海道の環境のすばらしさに共感する人など北海道に関わりをもつ道外の人たち（ス

テークホルダー）に、道民や事業者などの取組や行政の施策への協力・支援を期待します。 

 

○ また、各主体は、それぞれの役割を踏まえたうえで、必要に応じて他の主体の役割を実践す

るなど多重的な役割もこなしながら、互いの得意分野を活かして連携・協働していくことが重

要です。 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

（５）計画が対象とする環境保全の範囲 

 

○ 本計画が対象とする環境保全の範囲は、環境基本法が対象とする範囲と同様の考え方により

ます。 

  そもそも「環境」は包括的な概念で、また、環境施策の範囲は時代の社会的ニーズや国民的

意識の変化に伴い変遷していくものです。 

  このため、その範囲を明確に示すことは難しいものです。 

  しかし、本計画が対象とする環境保全の範囲としては、環境基本条例第９条に規定する施策

の基本方針等を踏まえ、次のとおり想定しています。 

・大気・水・土壌等の良好な状態の保持、廃棄物の適正処理など生活環境の保全 

・生物の多様性の確保、森林、農地、水辺地等の多様な自然環境の保全 

・身近な緑や水辺とのふれあいなど心の豊かさが感じられる快適環境の創造 

・地球温暖化やオゾン層破壊の防止、資源の循環的利用やエネルギーの適正・有効利用

などによる地球環境の保全 

 

 

＜ 参 考 ＞ 環境基本条例第９条「施策の基本方針」 

第９条 道は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づく施策を総合的かつ計

画的に推進するものとする。 

一 人の健康の保護及び生活環境の保全が図られ、健康で安全に生活できる社会を

実現するため、大気、水、土壌等を良好な状態に保持すること。 

二 人と自然とが共生する豊かな環境を実現するため、野生生物の種の保存その他

の生物の多様性の確保を図るとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然

環境を保全すること。 

三 潤い、安らぎ、ゆとり等の心の豊かさが感じられる社会を実現するため、良好な

環境の保全を図りつつ、身近な緑や水辺との触れ合いづくり等を推進すること。 

四 環境への負荷の少ない循環型社会を構築し、地球環境保全に資する社会を実現

するため、廃棄物の処理の適正化を推進するとともに、廃棄物の減量化、資源の循

環的な利用及びエネルギーの適正かつ有効な利用を推進すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 北海道を取り巻く社会経済や環境等の状況 

（１）社会経済の状況 

（５）計画が対象とする環境施策の範囲 

 

○ 本計画が対象とする環境施策の範囲は、環境基本法が対象とする範囲と同様の考え方により

ます。 

  「環境」は包括的な概念で、また、環境施策の範囲は時代の社会的ニーズや国民的意識の変

化に伴い変遷していくものですが、環境基本条例第９条に規定する施策の基本方針等を踏ま

え、次のとおりとします。 

 

・温室効果ガス＊の排出削減、エネルギー資源の有効活用などによる地域から取り組む地

球環境の保全 

・廃棄物の適正処理、バイオマス＊の利活用などによる北海道らしい循環型社会の形成 

・すぐれた自然環境の保全、自然とのふれあいの推進などによる自然との共生を基本と

した環境の保全と創造 

・大気・水などの生活環境の保全、化学物質による環境汚染の未然防止などによる安全・

安心な地域環境の確保 

 

＜ 参 考 ＞ 環境基本条例第９条「施策の基本方針」 

第９条 道は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づく施策を総合的かつ計

画的に推進するものとする。 

一 人の健康の保護及び生活環境の保全が図られ、健康で安全に生活できる社会を

実現するため、大気、水、土壌等を良好な状態に保持すること。 

二 人と自然とが共生する豊かな環境を実現するため、野生生物の種の保存その他

の生物の多様性の確保を図るとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然

環境を保全すること。 

三 潤い、安らぎ、ゆとり等の心の豊かさが感じられる社会を実現するため、良好な

環境の保全を図りつつ、身近な緑や水辺との触れ合いづくり等を推進すること。 

四 環境への負荷の少ない循環型社会を構築し、地球環境保全に資する社会を実現

するため、廃棄物の処理の適正化を推進するとともに、廃棄物の減量化、資源の循

環的な利用及びエネルギーの適正かつ有効な利用を推進すること。 

 

＜ 参 考 ＞ 「北海道環境宣言」 

道では、平成 20 年に開催された「北海道洞爺湖サミット」を機に、環境と調和した

北海道づくりをめざし、北海道らしい環境に配慮したライフスタイルを確立するため、

「地球を守る心」「もったいない心」「自然と共生する心」という３つの心をもって、二

酸化炭素の排出削減やゴミの削減、自然とのふれあいといった環境にやさしい８つの

行動を実践することなどに道民総意のもと取り組んでいく決意と行動を「北海道環境

宣言」として発信しています。 

なお、「北海道環境宣言」において総合的な取組指針として策定することとしている

「北海道環境行動計画」については、本計画がこれを兼ねるものとしています。 

 

２ 北海道を取り巻く社会経済や環境等の状況 

（１）社会経済の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・条例の記載、後段の分野別

施策と整合するよう変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・構成の変更 

（「３ 将来像」から移記） 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

 

○ 北海道の総人口は、平成 9 年の約 570 万人をピークに減少に転じています。 

  国の推計によると、平成 22 年の約 550 万人から平成 52 年には約 419 万人へと、131

万人（23.9%）の人口減少が見込まれており、減少率は全国平均（16.2%）を大きく上回っ

ています。 

  また、地域別にみると、札幌とその周辺の都市部へ人口が集中しており、この傾向は今後も

続くと予想されています。 

  少子高齢化も引き続き進行しており、高齢者の人口が約 171 万人となる平成 52 年には、

その人口割合が４割を超える（40.7％）と見込まれています。 

 

＜北海道の人口＞ 

・総人口 H17：約 563 万人 → H22：約 550 万人 → H52：約 419 万人※ 

・年齢別人口 

（15 歳未満）H17：約 72 万人 → H22：約 66 万人 → H52：約 35 万人※ 

（65 歳以上）H17：約 121 万人 → H22：約 136 万人 → H52：約 171 万人※ 

※ 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（２５年３月推計）を

もとに道が推計 

 

○ 人口減少の進行は、産業の担い手不足や生産・消費の縮小、地域のコミュニティ機能の低下、

税収減・社会保障費の負担増による財政の制約など、経済や道民生活に様々な影響を及ぼしま

す。 

  人口減少の進行の緩和を図る方策とともに、人口減少が地域に与える様々な課題への対応を

同時に進め、地域の特性を活かした持続可能な地域社会を築く必要があります。 

 

○ 北海道経済は、東日本大震災直後の自粛ムードが和らぐ中、生産活動が盛り上がりに欠ける

など、一時は足踏み感がみられたものの、国内外の景況回復を背景とした消費者マインドの改

善や円安及び海外直行便の就航などを背景とした海外からの来道客の増加などを受け、緩やか

に持ち直しています。 

 

 

 

 

 

 

○ 東日本大震災により、私たちは、日々の暮らしが自然の脅威と常に隣り合わせにあり、災害

に対する備えがいかに重要であるかを強く認識させられました。 

  この教訓を踏まえ、本道においても、「北海道バックアップ拠点構想（H24.3）」により、国

家規模の大規模自然災害のリスク低減に貢献していくための取組を進めるとともに、「北海道

強靭化計画（H27.3）」に基づき、北海道強靭化を推進しています。 

 

 

 

 

○ 情報化社会が進展する中、道内においても全ての市町村でブロードバンド＊環境が整備され

 

○ 本道の人口は、平成９年（1997 年）の約 570 万人をピークに、全国より約 10 年早く人

口減少局面に入り、平成 27 年（2015 年）の人口はピーク時よりも約 32 万人少ない 538.2

万人となっています。 

  1990 年代後半、生産年齢人口は減少に転じ、高齢者人口が年少人口を上回りました。 

  平成 30 年（2018 年）の自然減は約 32,000 人、社会減は約 3,700 人となっています。 

  平成 14 年（2002 年）までは、死亡数が出生数を下回っていたため、「自然増」の状態が

続いていましたが、平成 15 年（2003 年）から死亡数が出生数を上回る自然減に転じていま

す。 

  未婚・晩婚・晩産化のほか、本道は全国と比較して核家族化が進んでいることや若年者の失

業率が高いことなどから、全国より低い出生率が続いています。 

  また、札幌市への人口集中が進んでおり、全道人口の３分の１を占める札幌市の低い出生率

は、北海道全体の出生率に大きく影響しています。 

  国（国立社会保障・人口問題研究所）の推計によると、今後、有効な対策を講じない場合に

は、2040 年の人口は約 428 万人、2060 年の人口は約 320 万人まで減少する見込みで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 北海道経済は、北海道胆振東部地震の発生により国内外からの観光客の減少や生産活動の低

下がみられたものの、「北海道ふっこう割」による観光需要の回復、挽回生産による持ち直し

などによって、緩やかに持ち直していましたが、令和２年に入り、全国で新型コロナウイルス

感染症が流行し、全都道府県を対象に緊急事態宣言が発出されるなど、社会、経済に様々な影

響を及ぼしています。道内では、令和 2 年 1 月下旬に感染が確認されて以降、感染拡大が進

み、その間、感染拡大防止のため、外出の自粛、催し物の開催制限、施設の使用制限の要請等

が行われ、社会経済の活動レベルが大きく低下しました。新型コロナウイルスとの闘いは長期

化することが予想されることから、道、道民、事業者などが一体となって感染拡大防止の徹底

と社会経済活動の両立をめざす取組が進められています。 

 

○ 平成 28 年の台風上陸に伴う十勝、上川地域などの大雨等による災害、平成 30 年の北海道

胆振東部地震では、大規模な停電、水道の断水、災害廃棄物の発生など、私たちの日々の暮ら

しが自然の脅威と常に隣り合わせにあり、災害に対する備えがいかに重要であるかを強く認識

させられました。 

  道は被災地域の１日も早い復旧、復興の実現に向け、「平成 30 年北海道胆振東部地震災害

からの復旧・復興方針」を策定し、国や関係機関等と連携して取り組んでいます。また、近年

の自然災害の教訓などを踏まえ、令和２年３月に「北海道強靱化計画」を改定し、強靱化施策

の充実・強化を図るなど、本道の強靭化を推進しています。 

 

○ 情報化社会が進展する中、スマートフォン、タブレット端末の急速な普及やソーシャルメデ

 

 

 

 

 

・近年の状況反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・構成の変更（後段の「３ 

課題認識」と記述が重なる

ため削除） 

 

 

 

 

 

 

 

・新型コロナウイルス関連

記載追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

・近年の災害状況記載 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

ていますが、最近は、スマートフォン＊、タブレット端末＊の急速な普及やソーシャルメディア
＊の利用拡大、クラウドサービス＊の進展、ビッグデータ＊・オープンデータ＊の活用など、ま

すます技術が進歩し、IT＊を利活用できる場面が更に広がってきています。力指数＊は、0.389

と全国平均の 0.464 に比べ低くなっています。 

 

○ 広大な行政面積を有する中で行政サービスを提供していることなどから、財政需要が多額と

なっていますが、それに見合う道税などの財源を確保できず、平成 25 年度決算後の財政力指

数＊は、0.389 と全国平均の 0.464 に比べ低くなっています。 

  収支不足額は平成 18 年度をピークに徐々に減少しており、財政構造は着実に改善している

ものの、今後も収支不足が発生する見通しにあり、引き続き行財政改革に取り組んでいく必要

があります。 

 

（２）環境の状況 

 

○ 大気環境 

・大気中の主な汚染物質は、概ね環境基準を達成しており、大気環境は良好な状態を維持して

います。 

・平成 21 年に環境基準が設定された微小粒子状物質（PM2.5）＊については、道内でも注意

喚起を実施する事態が生じています。 

 

○ 水環境 

・河川における水質の環境基準達成率は高い状況となっていますが、湖沼など閉鎖性水域にお

いては、依然として低くなっています。 

・地下水については、引き続き一部の地域において硝酸性及び亜硝酸性窒素等による汚染が確

認されています。 

 

○ 騒音 

・騒音に関する環境基準の達成率は、一般環境騒音及び自動車騒音とも高い状況となっていま

すが、航空機騒音については新千歳空港・千歳飛行場で達成できていません。 

 

 

○ 廃棄物 

・一般廃棄物の排出量は減少傾向にあり、リサイクル率も全国平均を上回るなど、３R＊の進

展が見られますが、一人１日当たりの排出量は全国平均を上回っています。 

・産業廃棄物の排出量は、全国の約１割を占めており、このうち、半分を畜産業から排出され

る家畜ふん尿が占めています。 

 また、産業廃棄物の再生利用率は増加傾向にあり、全国平均と同程度となっています。 

 

○ 地球環境 

・二酸化炭素等の温室効果ガス＊排出量は、東日本大震災以降、電源構成の変化（火力発電の

増加）などを受け増加傾向を示しています。 

 また、積雪寒冷・広域分散型の地域特性から、道民一人当たりの二酸化炭素の排出量や民生

（家庭）部門・運輸部門からの排出割合が全国と比較して高くなっています。 

 

ィアの利用拡大、クラウドサービス＊、人工知能（AI）の進展、IoT＊、ビッグデータ＊・オープ

ンデータ＊の活用など、ますます技術が進歩し、ICT＊を利活用できる場面が更に広がってきて

おり、様々な分野において、効率化や高速化、省人化等が期待されています。 

 

 

○ 広大な行政面積を有する中で行政サービスを提供していることなどから、財政需要が多額と

なっていますが、それに見合う道税などの財源を確保できず、平成 30 年度決算後の財政力指

数＊は、約 0.449 と全国平均の約 0.518 に比べ低くなっています。 

  収支不足額は平成 18 年度をピークに徐々に減少しており、財政構造は着実に改善している

ものの、今後も収支不足が発生する見通しにあり、引き続き行財政改革に取り組んでいく必要

があります。 

 

（２）環境の状況 

 

○ 大気環境 

・大気中の主な汚染物質は、概ね環境基準を達成しており、大気環境は良好な状態を維持して

います。 

・微小粒子状物質（PM2.5）＊については、越境汚染の影響などにより、道内でも注意喚起を実

施する事態が生じています。 

 

○ 水環境 

・河川における水質の環境基準達成率は高い状況となっていますが、湖沼など閉鎖性水域にお

いては、依然として低くなっています。 

・地下水については、引き続き一部の地域において硝酸性及び亜硝酸性窒素等による汚染が確

認されています。 

 

○ 騒音 

・騒音に関する環境基準の達成率は、一般環境騒音及び自動車騒音は９割以上、新幹線騒音は

７割５分、航空機騒音は５割という状況となっています。新千歳空港・千歳飛行場での航空

機騒音については達成できていません。 

 

○ 廃棄物 

・一般廃棄物の排出量は減少傾向にあり、リサイクル率も全国平均を上回るなど、３R＊の進

展が見られますが、一人１日当たりの排出量は全国平均を上回っています。 

・産業廃棄物の排出量は、全国の約１割を占めており、このうち、半分を畜産業から排出され

る家畜ふん尿が占めています。 

 また、産業廃棄物の再生利用率は横ばいですが、全国平均を若干上回っています。 

 

○ 地球環境 

・二酸化炭素等の温室効果ガス排出量は、事業者による電力使用量の減少などにより、近年は

減少傾向を示しています。 

 しかし、積雪寒冷・広域分散型の地域特性から、道民一人当たりの二酸化炭素の排出量や民

生（家庭）部門・運輸部門からの排出割合が全国と比較して高くなっています。 

・近年、頻発する台風の上陸・接近や短時間強雨などの気候変動は、地球温暖化が一因とされ、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・具体的な状況記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・近年の状況反映 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

 

 

 

○ 自然環境 

・広大な面積を持つ数多くの自然公園や全国的にも数少ない原生自然環境保全地域のほか、知

床世界自然遺産＊やラムサール条約＊湿地等の日本を代表する又は国際的に貴重な「すぐれ

た自然」が残されています。 

 

 

・森林は、天然林が約７割を占め、エゾマツなどの針葉樹とミズナラなどの広葉樹が混じり合

った針広混交林が広がるなどの特徴があります。 

 また、森林面積は約 554 万 ha で、全国の約４分の１に相当しています。 

 

・道内には、北方系の豊かな生物相が形成されていますが、エゾシカなど特定の種の増加や外

来種の生息域拡大などにより、農林水産業等への被害や本来の生態系への影響が発生して

います。 

 

 

 

 

 

（３）道民の意識 

 

○ 平成 25 年 9 月に、道内に居住する満 20 歳以上の道民 1,900 人を対象に行った道民意識

調査において、「環境問題への関心・考え方について」のアンケート調査を実施した結果、次

のようなことが明らかになりました。 

 

○ 環境への関心と環境配慮行動について、環境への関心は高く（75.9%）、日常生活において

環境に配慮した行動を行う人の割合も 76.8%に達するなど、前回調査（平成 18 年度）と比

較して大きく伸びており、道民の高い意識が伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－２ 平成 18 年度 道民意識調査：環境への関心と環境保全行動 

 

災害の発生など日常生活や産業、自然生態系など幅広い分野への影響が顕在化してきていま

す。 

 

○ 自然環境 

・道内には国立公園６箇所、国定公園５箇所、道立自然公園 12 箇所の自然公園が指定されて

おり、箇所数、面積ともに全国の都道府県の中で最大です。また、全国に５箇所ある原生自

然環境保全地域のうち２箇所が道内で指定されているほか、知床世界自然遺産＊やラムサー

ル条約＊湿地が 13 箇所登録されているなど、日本を代表し、国際的にも重要な「すぐれた

自然」が残されています。 

・森林は、面積約 554 万 ha で全国の森林のおおよそ２割に当たり、そのうち天然林が約７

割を占め、道南にブナなどの温帯林が見られることに加え、亜寒帯林のエゾマツ、トドマツ

などの針葉樹と、ミズナラなどの多様な広葉樹が混生する針広混交林が広く分布し、そのほ

かにも高山植生や湿原、海岸草原など様々な植生が見られます。  

・道内には、本州以南とは異なる北方系の特色ある生物相が形成されており、植物、哺乳類、

鳥類、両生類、爬虫類、魚類、昆虫が１万５千種以上（亜種、植物は品種、変種を含む。）生

息、生育しています。そのうち１千種以上が絶滅のおそれがあるなど保護上重要な種になっ

ており、エゾオオカミやカワウソなど既に絶滅させてしまった種もある一方、エゾシカなど

個体数管理等により、道民生活とのあつれきのコントロールが必要な種や、アライグマなど

人が持ち込んだ外来種が、本来の生態系や農林水産業等に深刻な被害をもたらす問題も広が

っています。 

 

（３）道民の意識 

 

○ 令和元年 10 月に、道内に居住する満 18 歳以上の道民 1,500 人を対象に行った道民意識

調査において、「環境問題に関する道民の関心・取り組み状況について」のアンケート調査を

実施した結果、次のようなことが明らかになりました。 

 

○ 日常生活において環境に配慮した行動を行う人（「十分行動している」＋「少し行動してい

る」）の割合は 59.7％であり、前回調査（平成 25 年度）と比較すると 17 ポイント下がって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・具体的な状況記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・直近調査結果反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高い

12.6%

やや高い

52.2%

やや低い

28.2%

低い

3.6%

無回答

3.5%

全体

N＝1271

十分行動

4.2%

やや行動

39.8%

あまり行動

していない

42.6%

行動

していない

9.6%

無回答

3.9%

環境保全行動

全体

N＝1271

環境への関心
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－３ 平成 25 年度 道民意識調査その１：環境への関心・環境配慮行動 

 

 

 

○ また、日常生活で心がけている環境に配慮した行動については、ごみの分別やリサイクル、

自然環境を汚さない、節電、物を大切に使う、エコドライブなど身近な取組が多くなっていま

す。 

  しかし、環境に良い行動や取組を他人に勧めるといったところまでには至っていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－４ 平成 25 年度 道民意識調査その２：環境に配慮した行動 

 

 

 

 

○ 関心の高い環境問題については、「地球環境問題」（63.4%）が最も高くなっていますが、

「放射性物質による環境汚染」（44.3%（前回調査なし））や「エネルギーの需給問題」（43.9%

（＋11.1%））、「生物多様性の確保」（26.9%（＋8.3%））への関心も高まっています。 

 

 

図１－２ 平成 25 年度 道民意識調査：環境への関心と環境配慮行動 

令和元年度 道民意識調査：日常生活においての環境に配慮した行動 

  

 

○ 家庭から出るごみを減らしたいと考えている方は 93.4％、実際にリサイクルに取り組んで

いる方は 68.0％であり、ごみの減量化に向けた考え方や取組が浸透してきています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－３ 令和元年度 道民意識調査：家庭から出るごみの減量化についての考えと取組 

 

 

 

 

○ 日常生活で心がけている地球温暖化防止に向けた取組については、「使っていない照明をこ

まめに消灯する」など節電に関する取組を行っている人の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高い

17.6%

やや高い

58.3%

やや低い

20.9%

とても低い

1.7%

無回答

1.5%

全体

N＝942

十分行動

15.2%

少し行動

61.5%

あまり行動

していない

20.2%

全く行動

していない

1.6%

無回答

1.5%

環境配慮行動

全体

N＝942

環境への関心

0.7%

0.7%

1.6%

2.4%

5.4%

4.9%

33.4%

59.9%

84.3%

40.4%

34.0%

91.2%

63.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無回答

その他

特にない

環境保全に取り組む団体・企業を積極的に支援するようにしている

環境に対して良いと思うことを人に勧めている

地域の環境保全活動等へ参加している

エコドライブを心がけている

節電や節水に努めている

自然環境を汚さないようにしている

物を大切に使うようにしている

環境に優しい製品を使用、購入するようにしている

ゴミの分別やリサイクルをするようにしている

ゴミを出さないようにしている
N=942
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図１－５ 平成 25 年度 道民意識調査その３：関心の高い環境問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図１－４ 令和元年度 道民意識調査：地球温暖化防止に向けて行っている取組 

 

 

３ 課題認識 

 

○ 人口減少の進行は、あらゆる産業の担い手不足や生産・消費の縮小、地域のコミュニティ機

能の低下、税収減・社会保障費の負担増による財政の制約、耕作放棄地や手入れが行き届かな

い森林の増加により、野生動物との新たなあつれきの発生や自然災害に対する脆弱性が高まる

ほか、生物多様性＊の低下や生態系サービスの劣化へとつながるなど、経済や道民生活に様々

な影響を及ぼすことが予想されます。 

  人口減少の進行の緩和を図る方策とともに、人口減少が地域に与える様々な課題への対応を

同時に進め、地域の特性を活かした持続可能な地域社会を築く必要があります。 

 

○ 公共交通機関の交通網が縮小することによって、自家用車の利用が増え、環境負荷に影響を

及ぼすことも考えられます。 

  

○ 地球温暖化による気候変動は、各地で猛暑日や記録的な集中豪雨、熱中症など健康面での悪

影響や土砂崩れ、河川氾濫による社会・経済活動への被害のほか、湿原や高山植生の荒廃、生

物季節（フェノロジー）変化に伴う花粉媒介生物の活動への影響、野生動物の生息域の変化な

ど、様々な影響が顕在化してきており、省エネルギー機器の導入促進や再生可能エネルギーへ

の転換など温室効果ガスの排出抑制等を行う「緩和」だけではなく、既に現れている影響や中

長期的に避けられない影響に対して「適応」を推進していくことが重要です。 

 

○ 原生的な自然地域や野生生物の重要な生息・生育地など、自然環境を保全、維持すべき地域

は、生態系ネットワークの中核的な役割を果たすことから、野生生物の生息・生育空間として

の生態系の質や適切な配置を確保するとともに、気候変動以外の要因によるストレスの低減や

連続性の確保により、気候変動に対する順応性の高い健全な生態系の保全に努め、将来にわた

って持続可能な利用を図るとともに、自然環境の有する多様な機能を防災・減災にも活用する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・構成の変更（社会経済、環

境の状況を踏まえた課題を

記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3%

1.2%

2.0%

26.9%

22.6%

31.4%

43.9%

44.3%

11.1%

29.8%

63.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無回答

その他

特にない

生物多様性の確保

国内の自然の減少

リサイクル、廃棄物の適正処理など

エネルギーの需給問題

放射性物質による環境汚染

ダイオキシン類などの有害化学物質による環境汚染

公害問題

地球環境問題
N=942
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 将来像（長期目標） 

 

環境基本条例で規定する基本理念を踏まえ、21 世紀半ばを展望した長期的な目標として、将

来の北海道の環境の姿と、その具体的なイメージを示します。 

 

（１）将来像 

 

循環と共生を基調とする環境負荷の少ない持続可能な北海道 

～ 未来に引き継ごう恵み豊かな環境 ～ 

 

将来像のイメージ 

広大な森林や湿原、清らかな水をたたえる湖沼、そしてそこにいきいきと生息・生

育する野生生物など豊かな自然は、先人たちから受け継がれてきました。清浄でおい

しい空気や水が維持され、様々な物質の循環も良好に保たれています。 

子どもたちは、幼い頃から自然とのふれあいや木製品の利用などを通じて、環境に

ついて理解を深め、大切にする心が育まれています。 

街には、生活に必要な機能がコンパクトに集積し、効率的にエネルギーが供給され

ています。そして、公共交通機関や自転車など環境にやさしい交通手段を使う暮らし

へと変わっています。また、省エネ機器や太陽光発電などを取り入れた北国らしい住

宅が建ち並び環境にやさしく、快適な生活空間が創られています。 

さらには、街のあちらこちらにある木々の緑や川などの水辺での憩いが、人々に潤

いや安らぎをもたらしています。 

一方、農山漁村では、地域の人たちにより、自然と調和した美しい景観が守られ、

取組を加えるなど、複数の機能を組み合わせて相乗効果を生み出す意識が大切です。 

 

○ エゾシカやヒグマなどの野生動物による農林水産業被害等のほか、人里や街中に出没するこ

とによるあつれきが生じています。 

  また、アライグマなどの侵略的外来種の生息・生育域の拡大による農林水産業被害等や生態

系への影響が懸念されるとともに、グローバルな人と物の移動や温暖化に伴う新たな外来種の

侵入や定着も脅威となっています。 

 

○ レジ袋やペットボトルの使用を控えるなど、脱プラスチックの推進が徐々に浸透してきたと

ころですが、海に囲まれた本道においては、プラスチックごみをはじめとする漂着・漂流物が

みられ、良好な景観や環境に影響を与えています。 

 

○ 再生可能エネルギー＊の導入が進む中で、風力発電の風車に鳥類が衝突する「バードストラ

イク」の発生や、太陽光パネルの設置により良好な景観が損なわれるなどのマイナス面もみら

れるようになり、環境と経済そして社会の統合的向上をめざす上での課題の一つとなっていま

す。 

  

４ 将来像（長期目標） 

 

環境基本条例で規定する基本理念を踏まえ、21 世紀後半を展望した長期的な目標として、将

来の北海道の環境の姿と、その具体的なイメージを示します。 

 

（１）将来像 

 

循環と共生を基調とし環境負荷を最小限に抑えた持続可能な北海道 

～ 未来に引き継ごう恵み豊かな環境 ～ 

 

将来像のイメージ 

○ 地域から取り組む地球環境の保全 

街には、生活に必要な機能がコンパクトに集積し、再生可能エネルギーを主力とし

たエネルギーが、マイクログリッド＊化した配電網を通して、効率的に供給されてい

ます。そして、EV＊や FCV＊などのゼロエミッションビークル＊の利用や ICT を活用

したテレワーク＊が一般的になるなど、環境に配慮した暮らし・働き方へと変わって

います。また、ZEH＊・ZEB＊化された建築物が建ち並び、環境にやさしく、快適な

空間が創られています。このように、人々のライフスタイルや企業の経済活動は、化

石燃料に依存しない形へと変化しており、北海道における二酸化炭素等の温室効果ガ

スの排出量は、森林等による吸収量と均衡するほど大幅に減少しており、実質ゼロに

なっています。 

一方、農山漁村では、地域の人々に、「関係人口」と呼ばれる、地域に多様に関わ

る人たちも加わり、自然の恵みを上手に受け取るスタイルが根付き、水力やバイオマ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・温室効果ガス排出実質ゼ

ロをめざすことも踏まえて

よりインパクトのあるフレ

ーズに変更 

 

 

 

 

・できるだけイメージを膨

らませつつ後段の分野別施

策のめざす姿と整合するよ

う変更 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

環境に配慮しながら農林水産業が持続的に営まれています。その結果、農林水産物の

地産地消＊や森林の適切な保全・整備が進み、農地や森林などが持つ様々な環境保全

機能がより一層発揮されています。 

また、エゾシカやヒグマなどの野生動物の生息場所と、人間の活動域の間に一定の

距離が保たれ、それらによる被害は少なくなりました。 

人々は、「もったいない」の心を持って一人ひとりが環境と資源の保全に配慮した

行動を心がけており、心の豊かさが感じられる質の高い暮らしをしています。 

そして、恵み豊かな環境を将来の人たちにしっかりと引き継いでいます。 

企業は、環境に配慮した事業活動を積極的に推進することで、社会の信頼と評価を

得て業績を伸ばしています。そして、さらに、環境に良い技術の開発を進めるなど社

会全体の環境負荷の低減に貢献しています。 

このように、全ての人々が企業、団体や行政と互いに連携・協力して、環境と経済

の良好な関係をつくり、自然と共生する大地・北海道を築いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スなど再生可能エネルギーの導入が進み、地域の活性化につながっています。 

環境に配慮した農林水産業を、地産地消＊などを通じ持続的に営むことによって、農

地や森林の適切な保全・整備が進み、それにより生物多様性も保全されるとともに、保

安林はもとより、平時は農地や生きものを育む場となり、緊急時には増水を受け止め

る氾濫原となる遊水地のような、生態系を活用した防災・減災が積極的に取り入れら

れるなど、農地や森林などが持つ多面的な環境保全機能がより一層発揮されています。 

海外や国内の他地域に依存する資源の利用を極力抑えながら、都市、そして農山漁

村が各地域の特性を活かした資源を活用して自立・分散型の社会を形成しつつ、お互

いを補完し合い、都市も農山漁村も活かす地域循環共生圏＊が形成されています。 

○ 北海道らしい循環型社会の形成 

人々には、地球規模での社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む

事業者を応援する消費活動が定着しているとともに、持続可能な自然の恵みを将来に

わたって享受できるよう、できるだけごみを出さない、物を修理して大切に使うとい

った環境に配慮した生活を実践する習慣が身についています。 

企業は、自らの事業が環境に及ぼす影響と社会的責任の重要性を認識し、事業活動

や製品のライフサイクルを通じた環境負荷を可能な限り低減し、廃棄物等の発生を極

力抑えるとともに、発生した廃棄物等については、循環資源＊として有効に利用され、

又は適正に処理されるなど、３Ｒや適正処理が社会の中に定着しています。 

家畜ふん尿や林地未利用材＊などバイオマスの利活用が定着し、農林水産資源が持続

可能な方法で利用されるとともに、既存産業の技術基盤の活用や、従来のものとは根

本的に異なる技術によるイノベーションの創出などにより、リサイクル関連産業が発

展し、循環型社会ビジネス市場が拡大するなど様々な物質の循環も良好に保たれてい

ます。 

○ 自然との共生を基本とした環境の保全と創造 

一万年以上にわたり北の大地で生活を営んできた縄文の人々や、アイヌの人たちな

ど、先人から受け継いできた広大な森林や湿原、清らかな水をたたえる湖沼、生活に潤

いや安らぎをもたらす身近な緑や水辺、そしてそこにいきいきと生息・生育する野生

生物など豊かな自然が維持されています。人々は、こうした自然とのふれあいを通じ

て北海道の環境について理解を深め、生態系が産業やくらしを支えていることを理解

し、環境を大切にする心を育んでいます。 

世界自然遺産や国立公園、国定公園をはじめとする自然公園などでは、地域毎の自

然資源の保全と適正な利用を進めるためのルールが定着し、自然と調和した景観が確

保されたまま、エコツーリズムやアドベンチャートラベル＊など自然とのふれあいが盛

んに行われています。このように、地域の環境特性を十分認識し、そこから得られる便

益（生態系サービス）を、持続可能な形で最大限引き出す考え方は、観光業以外の産業

や暮らしの中にも広く定着しています。また、これらが魅力となり、関係人口や移住者

の増加にも貢献しています。 

野生生物は適正に保護管理され、種の保存やジビエ等の利用が図られているほか、

地域の生態系の一部として産業やくらしの中で一定の関わりが保たれることで、生活

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域循環共生圏に係る記

載追加 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）将来像の視点 

 

○ （１）で掲げる将来像と、その具体的なイメージを描く上では、北海道を取り巻く現状や環

境特性などを踏まえ、次に示すような視点を考慮することが重要です。 

 

◆ 自然と共生する 

   北海道の豊かな自然環境は、私たちの生活基盤をなすものであり、将来の世代に引き継いで

いかなければならない貴重な財産です。 

  こうした自然の恵みを将来にわたって享受できるよう、自然との共生を基本として自然環境

の保全と適正な利用や、森林、農地、水辺等が有する多面的機能の維持増進、さらには生物多

様性＊の確保を図る必要があります。 

 

 

 

環境や農林水産業、生態系への被害が低減されるとともに、外来種の影響が理解され、

排除を基本とした防除推進はもとより、新たな拡散も抑えられています。 

○ 安全・安心な地域環境の確保 

継続的な調査・監視や事業者に対する指導・助言等により、きれいな空気と水が維

持され、他の水系に比べ改善が遅れていた湖沼の水質も、改善されています。 

森林の水源涵養機能を含め、流域全体を総合的に捉えた健全な水循環が確保されて

います。 

これにより、環境への影響が低減され、健康で安全・安心に生活できる地域環境が

確保されています。 

○ 環境に関わる共通的・基盤的な取組 

子供から大人まで、家庭や学校、社会の各場面で環境教育が取り組まれ、また、環

境保全活動を行う団体などを中心に、環境への配慮の取組の環が広がっており、一人

ひとりが環境への負荷のない生活を心がけるようになっています。 

企業は社会的責任を持って、自らの事業活動が環境に配慮した内容であることを広

く公表し、投資家や消費者の信頼と評価を得ています。そして、経済的利益を得るこ

とで、より一層、環境保全の技術力を高めるなど、新たなビジネスも生み出され、国

内外の持続可能な経済活動に貢献しています。 

地域の自然が持つ様々な機能を活かした土地利用やまちづくりなどを通して、住

民、企業、行政が連携して自然と共生する地域づくりが盛んに行われています。 

このように、全ての人々が企業、団体や行政と互いに連携・協力して、環境と経

済、社会が持続的に発展する良好な関係をつくり、その基盤となる恵み豊かな環境を

将来にしっかりと引き継ぐことで、自然と共生する大地・北海道を築いています。 

 

 

（２）将来像の視点 

 

 （１）の将来像を示すにあたっては、北海道を取り巻く現状や環境特性などを踏まえ、次に

示すような視点に留意しました。 

 

◆ 自然と共生する 

   北海道の自然環境は、私たちの産業や生活の基盤をなすものとして、将来の世代に引き継い

でいかなければならない貴重な財産であり、これらに支えられた豊かなくらしは、北海道だけ

でしか味わえない世界がうらやむものです。 

  こうした自然の恵みを将来にわたって持続的に享受できるよう、一万年以上にわたり北の大

地で生活を営んできた縄文の人々や、アイヌの人たちなど自然との共生を基本としてきた先人

たちの知恵や文化に学びながら、北海道の森林、山岳、河川、湿原、沿岸、農地など様々な生

態系がどのような便益を提供してきたかを認識し、それらの基本となる生物多様性＊の保全を

通じ、生態系の多面的機能の維持増進を図る必要があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「自然との共生」に係る具

体的な内容記載 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

◆ 健全な物質循環を確保する 

  私たちを取り巻く環境は、大気、水、土壌及び生物などの間を物質が循環し、生態系が微妙

な均衡を保つことによって成り立っており、その恵みを受けて、豊かな生活を営んできました。 

  しかし、大量生産・大量消費・大量廃棄に象徴される経済社会システムや生活様式が定着し、

環境への負荷が増大した結果、人類の生存基盤である地球の環境までもが脅かされることとな

っています。 

  環境の恵みは、現在と将来の世代が共有すべきものであり、人間の活動による環境への負荷

が環境の容量を超えることのないよう、できる限り減らし、健全な物質循環が保たれるように

しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 持続可能な生活をめざす 

  人の価値観が物質的な豊かさから心の豊かさへと変化する中、自然とのふれあい志向の高ま

りなどから、自然と調和したスローライフ＊や、LOHAS＊といった健康と環境面を中心とした

持続可能性を重視した生活スタイルが注目されています。 

  私たちは、これまで物の豊かさを求めるあまり、環境に過大な負荷をかけ、地球温暖化をは

じめとする様々な環境問題が生じる要因となったことを反省し、将来に向けて、ライフスタイ

ルを環境への負荷の少ないものに変えつつ、心の豊かさが感じられる質の高い生活を目指して

いくことが重要となってきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 環境に配慮した地域づくりをすすめる 

  今日の環境問題が、私たちの日常生活や通常の事業活動に関わって生じていることを踏まえ

ると、社会を構成する各主体は、日常の活動が環境負荷の少ないものとなるよう、自主的・積

極的に取り組むことが求められます。 

◆ 健全な物質循環を確保する 

  私たちを取り巻く環境は、大気、水、土壌及び生物などの間を物質が循環し、生態系が微妙

な均衡を保つことによって成り立っており、その恵みを受けて、豊かな生活を営んできました。 

  しかし、大量生産・大量消費・大量廃棄に象徴される経済社会システムや生活様式が定着し、

環境への負荷が増大した結果、人類の生存基盤である地球の環境までもが脅かされることとな

っています。 

  環境の恵みは、現在と将来の世代が共有すべきものであり、人間の活動による環境への負荷

が環境の容量を超えることのないよう、できる限り減らし、健全な物質循環が保たれるように

しなければなりません。 

 

◆ 良好な地域環境の確保 

  良好な地域環境は、本道の主要産業である農林水産業や世界に誇る「自然」、「食」、「観光」

を支える基盤であり、基盤が保全されなければ、これらは成り立ちません。 

  このため、将来にわたり、健康で安全・安心に生活できる良好な地域環境を確保する必要が

あります。 

また、大気、水質、土壌などの地域をとりまく環境については、いったん汚染が進むと改善

までに時間を要し、社会経済活動に多大な影響を与えることから、現状の水準から悪化させな

いことが重要です。高度経済成長の中で発生した深刻な公害などの環境問題は一定程度収束し

ていますが、PCB 廃棄物の処理やアスベスト対策などを適切に行う必要があります。 

 

◆ 持続可能な生活をめざす 

  人の価値観が物質的な豊かさから心の豊かさへと変化する中、自然とのふれあい志向の高ま

りなどから、人や社会、環境に配慮した消費行動（倫理的消費（エシカル消費））＊や、地球温

暖化対策のためにあらゆる賢い選択を促す国民運動「COOL CHOICE＊」など、持続可能なラ

イフスタイルと消費への転換も注目されています。 

  私たちは、これまで物の豊かさを求めるあまり、環境に過大な負荷をかけ、地球温暖化をは

じめとする様々な環境問題が生じる要因となったことを反省し、将来に向けて、ライフスタイ

ルを環境への負荷の少ないものに変えつつ、心の豊かさが感じられる質の高い生活を目指して

いくことが重要となってきます。 

  さらに、気候変動や人口減少による影響は、これまで地域の産業や生活の基盤となっている

生態系そのものを変化させたり、地域自体の存続が危ぶまれるといった形で表れており、更に

地球規模で人や物が移動し消費行動が営まれている中で、環境、経済、社会が統合的に向上し

た持続可能な北海道の実現のためには、地球規模で考え行動することが求められます。 

具体的には、持続可能な消費行動に転換することや環境中へ温室効果ガスの排出を抑制する

ことで、道外や海外への資源の依存や、気候変動など地球規模での環境危機といったリスクを

回避するとともに、地域循環共生圏に象徴される、地域の強みである農林水産資源等を基盤と

した自立的な生活のしくみを構築することが必要となります。 

また、持続可能性に配慮した国際的な環境認証製品を積極的に利用することで、地球規模で

の生態系保全や環境・社会・経済の統合的向上に貢献していくことも重要です。 

 

◆ 環境に配慮した地域づくりをすすめる 

  今日の環境問題が、グローバル化の進展に伴い地球規模の問題となり、私たちの日常生活や

通常の事業活動に起因して生じていることを踏まえると、社会を構成する各主体は、日常の

様々な活動が、地域はもとより地球規模で環境負荷の少ないものとなるよう、自主的・積極的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「地域環境の確保」に係る

記載追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・近年の状況反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「環境・経済・社会の統合

的向上」に係る記載追加 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

  特に、地球規模の環境問題には、私たちの身近なところに起因しているものが多いことから、

これらの解決に向けては、地域における一つ一つの取組の積み重ねが重要となってきます。 

  一方で、人口減少や少子・高齢化社会の到来は、地域の産業の担い手不足を招くだけでなく、

生産活動の停滞・後退により、基幹産業である農林水産業においては、農地や森林、水域など

の適切な管理が損なわれ、これらが有する多面的機能の発揮に支障が生じることが懸念されま

す。 

  従って、このような土地については、地域の人たちの協力のもと適切に管理していくといっ

たことが重要となるなど、地域における各主体が互いに連携して、地域特性を踏まえた持続可

能な地域づくりに積極的に参画することが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 環境と経済の良好な関係をつくる 

  公害問題から地球環境問題まで環境問題の態様が大きく変化する中、環境と経済の関係につ

いては、一般的に各方面において、環境と経済を対立的に捉える考え方や、環境を経済発展の

基盤・前提条件と捉える考え方など様々な議論がされました。 

  しかし、今日の環境問題は、経済社会システムや生活様式に起因しているという特質があり、

地球環境と人間活動が共生する持続可能な社会の実現を目指していく上で、環境と経済を別々

に捉えて追求していけば、壁に突き当たることになってしまいます。 

   そこで、発想を変え、環境と経済を一体的に捉え、ともに向上して、環境保全と経済発展を

可能な限り高い水準で達成することを目指していけば、人類の生存基盤である地球環境を存続

させ、持続可能な社会を実現することができるのではないでしょうか。 

   そのための道筋としては、環境への配慮を経済発展の原動力とし、環境と経済の間に好循環

を生み出していくことが重要で、現に、そのような取組も始まっています。例えば、 

 

 

 

 

 

① 企業は、高い水準の省エネ技術を取り入れた環境にやさしい製品を開発することが消

費に結びつくとともに、企業の社会的責任（CSR）＊への関心の高まりから、投資家など

に取り組むことが必要ですが、そのためには地域ぐるみで問題意識の共有や、自主的な取組を

後押しする制度運用が求められます。 

  更に、他地域への資源の依存を軽減し、持続可能な地域づくりを進めるためには、都市と農

山漁村が各地域の特性を活かし、それぞれの資源を活用して自立・分散型の社会を形成しつつ、

広域的なネットワークで地域資源を補完し合い支え合うことで、都市も農山漁村も活かす地域

循環共生圏を創造していくことが重要です。 

 

 

地域循環共生圏の概念図（環境省「第五次環境基本計画の概要」） 

 

◆ 環境と経済・社会の良好な関係をつくる 

  私たちはくらしや産業活動の中で、食料や水の供給、木材や繊維などの材料、気候の調整や

水の浄化、洪水緩和等の防災機能など、様々な恩恵（生物多様性がもたらすこのような便益を

「生態系サービス」と呼びます）を受けています。「北海道は自然環境が豊か」と言われます

が、生態系サービスを持続的に利用していくことは、環境と経済・社会が良好な関係を築く基

盤となります。 

  また、環境的側面、経済的側面、社会的側面が複雑に関わり、気候変動をはじめとする地球

規模の環境問題が深刻さを増している中、これらの課題を克服するためには、環境的側面から

持続可能であると同時に、経済・社会の側面についても健全で持続的である必要があり、持続

可能な社会を実現するため、環境的側面、経済的側面、社会的側面を統合的に向上させる必要

があります。 

   そのための道筋のひとつとして、環境への配慮を経済発展の原動力とし、環境と経済の間に

好循環を生み出すと同時に持続可能な社会に資する取組があり、すでにはじまっているものも

あります。  

例えば、以下のような積極的な環境配慮行動により消費者（住民）の信頼を得て、社会全体

の環境負荷低減に貢献し、環境と経済の良好な関係をつくることが考えられます。 

 

① 企業は、高い水準の省エネ技術を取り入れた環境にやさしい製品を開発することが消

費に結びつくとともに、企業の社会的責任（CSR）＊を果たし、共通価値の創造（CSV＊）

 

 

 

 

・地域循環共生圏に係る記

載追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「環境・経済・社会の統合

的向上」に係る記載追加 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

の注目を浴び、さらなる技術革新を通じて、発展していく 

② 「もったいない」という物を大切にする心を持つ人が増えると、ごみの減量や省資源に

つながるだけでなく、この考え方を活かしたレンタル産業やリサイクル産業が発展して

新たな雇用を生み出したり、フリーマーケットのような住民同士の交流を通じて、社会

全体の環境意識が高まっていく 

 

 

 

③ 環境との調和に配慮したクリーン農業＊や有機農業＊が展開され、安全・安心で品質の

高い農産物を提供することにより、消費者の支持が得られ、農業が持続的に発展し、本来

有する自然循環機能などの多面的な機能が発揮されていく 

④ 自然とのふれあいや健康保持への関心の高まりから、地域の自然を資源としたエコツ

ーリズム＊が展開され、多くの人が訪れることで、地域の経済を活性化するとともに、豊

かな自然を地域の誇りと考え、大切に保存して地域の活性化につなげていこうとする人

が増えていく 

といったように、積極的な環境配慮行動が消費者（住民）の信頼を得て、さらに社会全体の環

境負荷低減に貢献していくような環境と経済の良好な関係をつくることが、経済活性化が至

上命題である今の北海道に求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 参 考 ＞ 環境基本条例第３条「基本理念」 

第３条 環境の保全及び創造は、人類の存続基盤である限りある環境の恵沢を現在及

び将来の世代が享受するとともに、良好で快適な環境が将来にわたって確保される

よう、適切に推進されなければならない。 

２ 環境の保全及び創造は、人と自然との共生を基本として、環境への負荷の少ない持

続的発展が可能な社会の構築に向けて、すべての者の自主的かつ積極的な取組によ

って行われなければならない。 

３ 地球環境保全は、地域の環境が地球全体の環境と深く関わっていることにかんが

み、地域での取組として進められるとともに、国際的な協力の下に推進されなければ

に取り組むことで、投資家などの信頼を獲得し、ESG 投資＊を呼び込み、また、さらなる

技術革新を通じて、社会に貢献していく 

② 持続可能な社会を意識し、環境に配慮した行動を実践する人が増えると、ごみの減量や

省資源につながるだけでなく、この考え方を活かしたレンタル産業やリサイクル産業、シ

ェアリング・エコノミー＊が発展して新たな雇用を生み出したり、フリーマーケットやフ

リマアプリの活用といった個人間の交流を通じたシェアやリサイクルなど、社会全体の

環境意識が高まっていく 

③ 営農と農地上部での発電を両立して行う「営農型太陽光発電＊」によって、作物の販売

収入のほか、売電による継続的な収入や発電電力の自家利用などによる農業経営がさら

に改善されていくのに加え、荒廃農地の解消にも活用されていく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ （※検討中） 

  地球温暖化は、平均気温の上昇や台風の相次ぐ接近・上陸など気候変動の要因とされ、様々

な分野において深刻な影響を与える可能性が指摘されています。 

  また、北海道は、寒冷地であるため、冬季における暖房などの灯油の使用量が多いことや、

広域分散型で自動車への依存度が高いことから、家庭や自動車などから排出される温室効果ガ

スの排出量割合が全国と比べて高い状況となっています。 

  このため、道民や事業者、自治体など各主体とより一層連携・協働し、省エネに関する取組

の促進、FCV などのゼロエミッションビークルの導入促進やエコドライブの普及啓発などに

加え、本道の強みである豊富な再生可能エネルギーや森林吸収量などの最大限の活用、さらに

は積雪寒冷地である本道ならではの環境イノベーションの実現・展開などにより、温室効果ガ

ス排出量と森林等の吸収量が均衡する脱炭素社会を目指していくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・近年の状況反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・上記①～③に統合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・温室効果ガス排出実質ゼ

ロをめざすことについて記

載（検討中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・将来像は条例の基本理念

を根拠として設定するもの

ではないため削除 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

ならない。 

 

＜ 参 考 ＞ 環境宣言とエコアイランド北海道について 

道では、平成 20 年に開催された「北海道洞爺湖サミット」を機に、「北海道環境宣

言」として、環境と調和した「エコアイランド北海道」づくりに道民総意のもと取り組

んでいく決意を宣言しています。 

「エコアイランド北海道」は、この環境基本計画で目標として掲げている「循環と共

生を基調とする環境負荷の少ない持続可能な北海道」を象徴するイメージとして提唱

しているものです。 

なお、道民や事業者をはじめ NPO などが連携して、「北海道環境宣言」における環

境にやさしい「８つの行動」に取り組むことができるよう定めることとしている総合的

な取組方針である「北海道環境行動計画」については、本計画がこれを兼ねるものとし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・構成の変更 

（環境・経済・社会の統合的

向上と記述が重なるためエ

コアイランド北海道は削

除、北海道環境宣言につい

ては「１ 計画の基本的事

項」に移記） 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

 

 

 

 

本章では、第１章で掲げている 21 世紀半ばを展望した将来像の実現に向け、この改定計画の期

間とする今後の５年間に展開するべき政策分野ごとの施策の基本的事項を示します。 

  本章の１「分野別の施策の展開」の構成としては、各分野ごとに、まず、５年後のあるべき姿と

しての「めざす姿」を掲げています。 

 次に、これまでの [第２次計画] の点検・評価の結果などを踏まえ、主な「現状と課題」を示し

た上で、めざす姿の実現のための施策展開における「目標」や、目標の達成状況や施策の進捗状況

を表す「指標群」を掲げるとともに、道民や事業者など各主体が取り組む主な事項を「各主体の取

組方向」として記載しています。 

最後に、5 年間に展開する「道の施策」について体系を示したうえで、各施策ごとにその基本的

な方向と主な取組を記述しています。 

 

■ 全体の施策体系と個別計画・関連計画等について 

第１章で掲げている将来像の実現のためには、「安全・安心社会」を確保した上で、「低

炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」を統合的に達成していく必要があります（下図

参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ 循環と共生を基調とする環境負荷の少ない持続可能な北海道 

 

したがって、この改定計画では、施策体系を「地域から取り組む地球環境の保全」、「北

海道らしい循環型社会の形成」、「自然との共生を基本とした環境の保全と創造」、「安全・

安心な地域環境の確保」の４分野と、各分野に横断的・共通的に関わる施策を掲げる「各

分野に共通する施策」の５つに整理してまとめています。 

 

 

 

 

 

本章では、第１章で掲げている 21 世紀後半を展望した将来像の実現に向け、政策分野ごとの施

策の基本的事項を示します。 

  まず、今後の環境政策の基本的な考え方として、本章１に「環境・経済・社会の統合的向上に向

けた考え方」を記載しています。 

 本章２では、環境分野のみらず、分野が複数にまたがる「分野横断の取組」について記載してい

ます。 

本章３「分野別の施策の展開」の構成としては、環境政策の分野ごとに、まず、将来像である 21

世紀後半としての「めざす姿」を掲げています。 

 次に、これまでの改定計画の点検・評価の結果などを踏まえ、主な「現状と課題」を示した上で、

めざす姿の実現のための施策展開における「基本的方向性」や、目標の達成状況や施策の進捗状況

を表す「指標群」を掲げるとともに、道民や事業者など各主体が取り組む主な事項を「各主体の取

組方向」として記載しています。 

最後に、今後展開する「道の施策」について体系を示したうえで、各施策ごとにその基本的な方

向と主な取組を記述しています。 

 

■ 全体の施策体系と個別計画・関連計画等について 

  

 

 施策体系については、第１章１（５）で計画が対象とする環境施策の範囲として掲げた  

「地域から取り組む地球環境の保全」、「北海道らしい循環型社会の形成」、「自然との共生

を基本とした環境の保全と創造」、「安全・安心な地域環境の確保」の４分野と、環境に関

わる「共通的・基盤的な施策」の５つに整理してまとめています。 

なお、各分野においては、この第３次計画が示す施策の基本的事項に沿って、「地球温

暖化対策推進計画」「気候変動適応計画」「循環型社会形成推進基本計画」「生物多様性保

全計画」「環境教育等行動計画」という５つの個別計画を策定しており、環境基本計画と

連携して具体的な政策を推進することとしています。 

このほか、環境政策については多数の関連計画等が策定されており、施策の推進にあ

たっては、これらの関連計画等との調和を図ることとします。 

図２－１ 施策体系と個別計画・主な関連計画等 

 

 

 

 

 

 

 

 

・構成の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・構成の変更 

（環境・経済・社会の統合的

向上と記述が重なるためエ

コアイランド北海道は削

除） 

 

 

 

 

・気候変動適応計画に係る

記載追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

循環と共生を基調とする環境負荷の少ない持続可能な北海道
（エコアイランド北海道）

エネルギーと資源
循環型社会

自然共生社会低炭素社会

温室効果ガス排出量の
大幅削減

自然の恵みの
享受と継承

３Rを通じた資源循環

環境負荷と生態系

気候変動と生態系

安全・安心社会

３つの社会の基盤

第２章 施策の展開（施策の基本的事項） 第２章 施策の展開（施策の基本的事項） 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

なお、各分野においては、この改定計画が示す施策の基本的事項に沿って、「地球温暖

化対策推進計画」「循環型社会形成推進基本計画」「生物多様性保全計画」「環境教育等行

動計画」という４つの個別計画を策定しており、環境基本計画と連携して具体的な政策

を推進することとしています。 

このほか、環境政策については多数の関連計画等が策定されており、施策の推進にあ

たっては、これらの関連計画等との調和を図ることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２ 施策体系と個別計画・主な関連計画等（前半） 

 

 

 

 

 

 

図２－２ 施策体系と個別計画・主な関連計画等（続き） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ　その他の地球環境保全対策の推進

施 策 体 系 個別計画 ・ 主な関連計画等

（１）地域から取り組む地球環境の保全

ア　地球温暖化対策の推進 地球温暖化対策推進計画

（ア）低炭素型ライフスタイル・ビジネススタイルへの転換 省エネルギー・新エネルギー促進行動計画

（イ）地域の特性を活かした環境にやさしいエネルギーの導入 新エネルギー導入拡大に向けた基本方向

（ウ）森林等における吸収源対策 森林吸収源対策推進計画

（エ）気候変動への適応策の検討

海岸漂着物対策推進計画

（２）北海道らしい循環型社会の形成 循環型社会形成推進基本計画

ア　３Ｒの推進

イ　廃棄物の適正処理の推進 廃棄物処理計画

ごみ処理の広域化計画

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画

ウ　バイオマスの利活用の推進 バイオマス活用推進計画

イ　知床世界自然遺産の厳格な保全と適正な利用 知床世界自然遺産地域管理計画

エ　リサイクル関連産業を中心とした循環型社会ビジネスの振興 環境産業振興戦略

（３）自然との共生を基本とした環境の保全と創造 生物多様性保全計画

ア　自然環境等の保全及び快適な環境の創造

（ア）すぐれた自然環境の保全 湿原保全マスタープラン

（イ）公益的な機能の高い森林の保全 森林づくり基本計画

（ウ）快適な環境の保全と創造

（エ）北海道らしい景観の形成 景観形成ビジョン

（ウ）野生鳥獣の適正な保護管理 鳥獣保護管理事業計画

知床エコツーリズム戦略

ウ　自然とのふれあいの推進

（ア）自然とのふれあいの場と機会の確保

（イ）自然の適正な利用 アウトドア活動振興推進計画

（ウ）飼養動物の愛護と管理 動物愛護管理推進計画

エ　野生生物の保護管理

（ア）希少野生動植物種の保護 希少野生動植物種保護基本方針

（イ）外来種の防除の推進 外来種対策基本方針

エゾシカ管理計画

ヒグマ保護管理計画

アザラシ管理計画
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３ 施策体系と個別計画・主な関連計画等（後半） 
 

 

 

 

 

 

図２－３ 施策体系と個別計画・主な関連計画等（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道水道ビジョン

（４）安全・安心な地域環境の確保

ア　大気、水などの生活環境の保全

（ア）大気環境の保全

（イ）水環境の保全 全道みな下水道構想Ⅲ

湖沼環境保全基本指針

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る
健全な水循環確保のための基本方針

水道水源保全に関する基本方針

イ　環境と経済の好循環の創出

（ウ）騒音・振動・悪臭防止・土壌汚染・地盤沈下対策

イ　化学物質等による環境汚染の未然防止 化学物質問題に関する取組方針

ウ　その他の生活環境保全対策

（５）各分野に共通する施策の展開 環境教育等行動計画

ア　環境に配慮する人づくりの推進

（ア）環境教育の推進・環境に優しいライフスタイルの定着 教育推進計画

（イ）民間団体等の自発的な環境保全活動の促進・協働取組の推進

エ　基盤的な施策（調査研究・情報提供・国際的な取組）

（ア）環境に配慮した事業活動の推進 道の事務・事業に関する実行計画

（イ）環境と調和した産業の展開 農業・農村振興推進計画 [第４次]

クリーン農業推進計画（第６期）

有機農業推進計画（第２期）

ウ　環境と調和したまちづくり 住生活基本計画

次世代北方型居住空間モデル構想

（ウ）環境ビジネスの振興 環境産業振興戦略
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

■ 指標群について 

これまでの [第２次計画] では、目標の達成状況を表すものとして、41 の指標を設定

し、計画の進行管理に使用してきました。 

しかしながら、一部の指標においては目標の達成状況を示し切れていないこと、より

多くのデータを用いることにより施策の進捗状況をわかりやすく示す必要があることな

どから、この改定計画では、一律の「指標」ではなく、階層構造を持った「指標群」とい

う考え方を導入し、目標の達成状況及び施策の進捗状況の把握を行っていくこととしま

す。 

 

表２－１ 指標群の考え方 

 区 分 役  割 目標値 

指 

標 

群 

指 標 目標の達成状況を示す 有 

個 別 指 標 目標の一部の達成状況を示す 有 

補足 データ 

個別施策の進捗状況を把握する 

また、目標の達成状況の評価を補足し、今後の施策

の方向性などの分析に使用する 

無 

 

※ 役割や性質が「指標」や「個別指標」にあたるデータであっても、継続的把握や目標

値設定が困難な場合は補足データと位置づけます。 

※ 「指標」や「個別指標」に設定する目標値については、個別計画や関連計画等での目

標値の変更や状況の変化等を勘案し、必要に応じ柔軟に見直します。 

※ 「補足データ」については、点検・評価の機会などを通じ随時見直し（追加、廃止、

変更）を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 指標群について 

これまでの改定計画では、一律の「指標」ではなく、階層構造を持った「指標群」とい

う考え方を導入しました。［第３次計画］においてもこの考えに基づき、目標の達成状況

及び施策の進捗状況の把握を行っていくこととします。 

 

表２－１ 指標群の考え方 

 区 分 役  割 目標値 

指 

標 

群 

指 標 目標の達成状況を示す 有 

個 別 指 標 目標の一部の達成状況を示す 有 

補足 データ 

個別施策の進捗状況を把握する 

また、目標の達成状況の評価を補足し、今後の施策

の方向性などの分析に使用する 

無 

 

※ 役割や性質が「指標」や「個別指標」にあたるデータであっても、継続的把握や目標

値設定が困難な場合は補足データと位置づけます。 

※ 「指標」や「個別指標」に設定する目標値については、個別計画や関連計画等での目

標値の変更や状況の変化等を勘案し、必要に応じ柔軟に見直します。 

※ 「補足データ」については、点検・評価の機会などを通じ随時見直し（追加、廃止、

変更）を行います。 

 

 

 

 

１ 環境・経済・社会の統合的向上に向けた考え方 

  

○ 環境・経済・社会が相互に関連する中で、施策の推進にあたっては、複数の異なる課題を解

決し、環境・経済・社会を統合的に向上させていくことが必要です。 

   また、SDGs の考え方も踏まえ、環境・経済・社会の統合的向上の具体化を進めることが重

要です。 

 

○ 環境・経済・社会の統合的向上を具体化する方法の１つとして、各地域が持つ特性を活かし、

地域ごとの資源が循環する自立・分散型の社会を形成しつつ、各地域の特性に応じて近隣地域

等で補完し、支え合う「地域循環共生圏」を創造していくことは、持続可能な地域づくりを行

う上で、重要な事項です。 

 

 ○ 具体的には、北海道は、世界自然遺産の知床をはじめとする、世界がうらやむような優れた

自然を有していることに加え、この自然が四季折々の姿を変えることで、何度訪れても魅力的

な場所として国内外から多くの方が観光のために訪れています。また、風力やバイオマスなど

の自然を活用した再生可能エネルギーが豊富に存在しており、このような自然を活かした取組

を強化することで、地域を活性化させることができます。 

   一方、地域の活性化に伴って、働き手の不足、ごみ排出量増加などの環境問題や居住場所の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・構成の変更（環境・経済・

社会の統合的向上について

記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 分野別の施策の展開 

 

 

 

 

 

 

 

確保など課題も増えていくことが予想されます。その際は、近隣都市部との連携を図り、人材

の確保、環境に配慮した機器の導入や技術の開発、空き家の再利用やリノベーションなどによ

り課題の解決につなげるなど、各圏域において地域の強みを活かし、互いに補完し支え合う「地

域循環共生圏」を創造し、恵み豊かな環境を将来の世代に引き継いでいくことが重要となりま

す。 

 

２ 分野横断の取組 

    環境・経済・社会が相互に関連する中で、特定の分野の施策によって、複数の異なる分野の

課題も統合的に解決していくことが求められており、以下のような分野横断的な取組が重要

となります。 

  冒頭 

 ◆ ESG 投資など経済システムのグリーン化の促進  

   環境（Environment）・社会（Social）・企業統治（Governance）といった要素を考慮する

ESG 投資は、多くの資産所有者や資金試算運用機関者等が署名しており、今後拡大していくこ

とが予想されています。 

   今後は、投資家など関係者に ESG 投資など経済システムのグリーン化が複数課題の同時 

解決に寄与することについて理解を促し、経済のあり方を持続可能にしていきます。 

    

 ◆ 人材の育成 

環境・経済・社会の関係性を理解する人材を育成することで、持続可能な地域をつくる基礎

となり、さらには、他地域などの様々な関係者とネットワークをつなげることで相乗的な取組

を促進します。 

 

 ◆ ICT の活用 

   テレワークなど ICT を活用した働き方を促進することで、通勤に伴う CO２排出の削減や 

ペーパーレス化など、複数の環境保全効果が期待されると同時に、仕事と育児・介護の両立が

実現し、労働生産性が向上します。 

 

 ◆ 新型コロナウイルス感染症流行を契機とした新しいライフスタイルの導入 

   新型コロナウイルス感染症の流行を契機として、人との交わりを低減する自転車通勤等への

転換に伴う二酸化炭素排出量の削減や自然豊かなリゾート地などで休暇を取りながら仕事を

継続するワーケーションの活用による自然とのふれあいの促進など新しいライフスタイルの

導入が期待されます。 

 

３ 分野別の施策の展開 

 

○ 環境政策の中には、課題等の状況を踏まえ対応を急がなければならないものや、北海道らし

さを発揮するという観点で特に重要なもの、環境のみならず社会情勢の変化も踏まえて総合的

に取り組む必要があるものなどがあります。 

○ そこで、それらの課題等を解決するため、限られた資源を優先的に投入し、道の関係部局が

連携して取り組むことが必要な事項を、重点的に取り組む事項として、重マークを付して掲載

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・構成の変更（分野横断の取

組について記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新型コロナウイルス関連

記載追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・構成の変更（重点事項は本

項の中で表示） 
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（１）地域から取り組む地球環境の保全 

 

 

 

 

 めざす姿（あるべき姿のイメージ）  

人々は、節電や節水、省エネ製品の使用、エコドライブの実践などを心がけており、

環境に配慮した生活様式が定着しています。 

また、企業は、省エネルギー製品の生産や新エネルギー＊技術の開発・導入など環境に

配慮した事業活動を積極的に進めています。 

このように、人々のライフスタイルや企業の経済活動は、化石燃料だけに依存しない

形へと変化しており、北海道における二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量は着実に減

っています。 

また、道産木材の積極的な利用や森林の適切な保全・整備などの結果もあって、地球

温暖化防止に着実に貢献しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ また、各個別計画に基づく施策の推進にあたっては、SDGｓの考え方を踏まえ、環境・経済・

社会を統合的に向上させていくことが必要なことから、SDGｓの目標との関係がわかるよう、

各分野と関連性の高い主なゴールを掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域から取り組む地球環境の保全 

 

 

 

 

 

 めざす姿（あるべき姿のイメージ）  

街には、生活に必要な機能がコンパクトに集積し、再生可能エネルギーを主力とし

たエネルギーが、マイクログリッド化した配電網を通して、効率的に供給されていま

す。そして、FCV などのゼロエミッションビークルの利用や ICT を活用したテレワー

クが一般的になるなど、環境に配慮した暮らし・働き方へと変わっています。また、

ZEH・ZEB 化された建築物が建ち並び、環境にやさしく、快適な空間が創られていま

す。このように、人々のライフスタイルや企業の経済活動は、化石燃料だけに依存し

ない形へと変化しており、北海道における二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量は、

森林等による吸収量と均衡するほど大幅に減少しており、実質ゼロになっています。 

一方、農山漁村では、地域の人々や、関係人口と呼ばれる、地域に多様に関わる人た

ちにより、自然の恵みを上手に受け取るスタイルが根付き、水力やバイオマスなど再生

可能エネルギーの導入が進み、地域の活性化につながっています。 

環境に配慮した農林水産業を、地産地消などを通じ持続的に営むことによって、農地

や森林の適切な保全・整備が進み、それにより生物多様性も保全されるとともに、保安

 

 

 

 

 

 

 

 

・SDGs に係る記載追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・できるだけイメージを膨

らませつつ前段の将来像の

イメージと整合するよう変

更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜重点的に取り組む事項の選定の視点＞ 

① 緊急性 環境や社会情勢の状況等を踏まえ、特に早急に対応を図る必要があるもの 

② 独自性 本道の特徴や強みを活かして北海道らしさを発揮するもの 

③ 総合性  人口減少などの喫緊の社会的課題も勘案し、分野横断的に施策を展開する

ことにより、相乗効果を発揮するもの 
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 現状と課題  

《地球温暖化》 

（温室効果ガスの排出） 

○ 二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量は、東日本大震災以降、道内発電所の電源構成の変

化（火力発電の増加）などの影響を受け増加傾向を示しており、その伸び率も全国を上回っ

ています。（図２－１－１参照） 

 

＜温室効果ガス排出量（単位：万 t-CO2）＞ 

【北海道】H2：6,366 → H20：7,132（＋12.0%）→ H24：7,306（＋14.8%） 

【全 国】H2：127,000 → H20：132,700（＋4.5％）→ H24：139,000（＋9.4%） 

※ カッコ内の伸び率は基準年（平成２年）比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１－１ 北海道と全国の温室効果ガス排出量 

 

○ また、二酸化炭素については、積雪寒冷・広域分散型の地域特性から、民生（家庭）部門

や運輸部門からの排出割合が全国に比べ高く、道民一人当たりの排出量も全国を上回って

います。（図２－１－２及び図２－１－３参照） 

 

＜一人当たり二酸化炭素排出量（単位：t-CO2/人）＞ 

【北海道】H2：9.6 → H20：11.5 → H24：11.9 

【全 国】H2：9.2 → H20：9.5 → H24：10.0 

 

 

 

 

 

 

林はもとより、平時は農地や生き物を育む場となり、緊急時には増水を受け止める氾濫

原となる遊水地のような、生態系を活用した防災・減災が積極的に取り入れられるなど、

農地や森林などが持つ多面的な環境保全機能がより一層発揮されています。 

海外や国内の他地域に依存する資源の利用を極力抑えながら、都市、そして農山漁村

が各地域の特性を活かした資源を活用して自立・分散型の社会を形成しつつ、お互いを

補完し合い、都市も農山漁村も活かす地域循環共生圏が形成されています。 

 

 現状と課題  

《地球温暖化》 

（温室効果ガスの排出） 

○ 二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量は、事業者による電力使用量の減少などにより、近

年は減少傾向を示していますが、平成２年度と比べると増加しており、その伸び率は全国を

上回っています。（図２－１－１参照） 

 

＜温室効果ガス排出量（単位：万 t-CO2）＞ 

【北海道】H2：6,582 → H25：7,345（＋11.6%）→ H28：7,017（＋6.6%） 

【全 国】H2：127,500 → H25：141,000（＋10.6％）→ H28：130,800（＋2.6%） 

※ カッコ内の伸び率は基準年（平成２年）比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１－１ 北海道と全国の温室効果ガス排出量 

 

○ また、二酸化炭素については、積雪寒冷・広域分散型の地域特性から、民生（家庭）部門

や運輸部門からの排出割合が全国に比べ高く、道民一人当たりの排出量も全国を上回ってい

ます。（図２－１－２及び図２－１－３参照） 

 

＜一人当たり二酸化炭素排出量（単位：t-CO2/人）＞ 

【北海道】H2：9.6 → H24：11.9 → H28：11.6 

【全 国】H2：9.2 → H24：10.0 → H28：9.5 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・近年の状況反映 
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  図２－１－２ 北海道と全国の一人当たり二酸化炭素排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１－３ 北海道と全国の部門別二酸化炭素排出量構成比（平成 24 年度） 

 

○ 温室効果ガス削減目標を達成するため、道民一人ひとりの日常生活や職場等での排出削

減に向けたより効果的な取組の実践と定着が必要となっています。 

 

（エネルギー利用） 

○ エネルギー需要は横ばいで推移していますが、全国に比べ石油への依存が高いことが特

徴です。 

  このため、省エネルギーの取組や、太陽光、風力、バイオマス＊や雪氷など全国トップク

ラスの豊富なエネルギー資源を有効に活用した再生可能エネルギー＊の利用を積極的に進

めるとともに、化石燃料だけに頼らない生活様式や事業活動の展開を図ることが求められ

ています。 

  なお、再生可能エネルギーの開発にあたっては、風力発電におけるバードストライクなど

の環境影響を適切に評価するとともに、開発に伴う環境影響の回避・低減に取り組むことも

必要です。 

 

○ また、国は、平成 26 年４月に策定した「エネルギー基本計画」において「水素社会＊の

実現」を盛り込み、その実現に向けた「水素・燃料電池戦略ロードマップ」を策定していま

す。 

  水素は利用段階で温室効果ガスの排出がなく、道内の豊富な再生可能エネルギーを利用

した水素製造も可能であり、本道の優位性を活かせることから、産学官が連携し、水素社会

の実現に向けた取組を加速させていくことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１－２ 北海道と全国の部門別二酸化炭素排出量構成比（平成 28 年度） 

 

○ 温室効果ガス削減目標を達成するため、道民一人ひとりの日常生活や職場等での排出削減

に向けたより効果的な取組の実践と定着が必要となっています。 

 

（エネルギー利用） 

○ エネルギー需要は横ばいで推移していますが、全国に比べ石油への依存が高いことが特徴

です。 

  このため、省エネルギーの取組や、太陽光、風力、バイオマスや雪氷など全国トップクラ

スの豊富なエネルギー資源を有効に活用した再生可能エネルギーの利用を積極的に進める

とともに、化石燃料に頼らない生活様式や事業活動の展開を図ることが求められています。 

  なお、再生可能エネルギーの開発にあたっては、風力発電におけるバードストライクなど

の環境影響を適切に評価するとともに、開発に伴う環境影響の回避・低減に取り組むことも

必要です。 

 

 

○ また、道は、水素社会＊の実現に向けた「北海道水素社会実現戦略ビジョン」を策定して

います。 

  水素は、利用段階で二酸化炭素の排出がなく、再生可能エネルギーからも製造でき、本道

の優位性を活かせることから、水素社会の実現に向けた取組を加速させていくことにより、

二酸化炭素排出量の削減に加え、エネルギーの地産地消や地域資源を活用して環境・経済・

社会の統合的向上を図る地域循環共生圏の構築に資することが期待されます。 

 

・経年値について統計改訂

後、算定し直した国の数値

が得られないため割愛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・水素社会実現戦略ビジョ

ンに係る記載追加 

 

 

 

・地域循環共生圏に係る記

載追加 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

 

 

（森林等における吸収源対策） 

○ 気候変動枠組条約では、二酸化炭素の吸収源として森林の適切な管理などによる吸収量

の算入が認められており、全国の約４分の１を占める本道の森林を適切に整備・保全するこ

とは、地球温暖化対策として重要です。 

  このため、森林や木材がもつ二酸化炭素吸収・固定機能の高度発揮や、木質バイオマスの

エネルギー利用による二酸化炭素の排出削減をより一層推進することが求められていま

す。 

 また、農地土壌や都市緑地などにおける吸収源対策を進めることも必要です。 

 

（適応策） 

○ 以上のような、温室効果ガスの排出抑制策、いわゆる緩和策がとられたとしても、気候シ

ステムの温暖化により、様々な気候の変化、海面の上昇、海洋の酸性化などが生ずる可能性

があり、災害、食料、健康などの様々な面で影響が生じると予測されています。 

  これらの影響に対して、自然や社会のあり方を調整し、気候変動への適応を計画的に進め

るため、本道の特徴を踏まえた総合的、計画的な取組の推進が求められています。 

 

 

《その他の地球環境保全》 

（オゾン層保護） 

○ オゾン層の破壊や地球温暖化の原因となるフロン類については、各種の法律により、大気

中への放出禁止や、カーエアコンや家庭用冷蔵庫等からの回収等が義務づけられています。

また、許可を受けた業者により回収され、破壊処理が行われています。 

 

（酸性雨） 

○ 観測結果では、酸性の降雨が確認されているものの、湖沼や森林等の生態系への明らかな

被害は認められていません。 

  しかしながら、今後とも継続して実態調査を行い、変化の動向を注視していく必要があり

ます。 

 

（海洋汚染等） 

○ 周辺海域においては、深刻な海洋汚染は生じていません。 

  しかし、船舶の事故等により大量の油が流出した際には海岸に漂着し、海洋に生息する生

物だけでなく、海洋や海岸を利用する鳥類や海浜植物なども含め広く自然生態系への影響

が懸念されるほか、海岸漂着物等による漁業や景観への影響、海岸への土地利用等への支障

が生じていることから、関係機関と連携して適切に対処する必要があります。 

 

 地球環境保全に関する目標  

① 二酸化炭素など温室効果ガスの排出を抑制する 

② バイオマスや風力などの利活用による新エネルギーの導入を推進する 

③ 化石燃料への依存の少ないライフスタイルや事業活動を推進する 

④ 二酸化炭素吸収源としての森林の保全・整備を推進する 

 

 

（森林等における吸収源対策） 

○ パリ協定では、二酸化炭素の吸収源として森林の適切な管理などによる吸収量の算入が認

められており、全国の 22％を占める本道の森林を適切に整備・保全することは、地球温暖

化対策として重要です。 

  このため、森林や木材がもつ二酸化炭素吸収・固定機能の高度発揮や、木質バイオマスの

エネルギー利用による二酸化炭素の排出削減をより一層推進することが求められています。 

 また、農地土壌や都市緑地などにおける吸収源対策を進めることも必要です。 

 

 

（適応策） 

○ 温室効果ガスの排出抑制策、いわゆる「緩和策」がとられたとしても、気候システム＊の

温暖化により、様々な気候の変化、海面の上昇、海洋の酸性化などが生ずる可能性があり、

近年、頻発する台風の上陸・接近や短時間強雨などの気候変動は、地球温暖化が一因とも考

えられ、日常生活や産業、自然生態系など幅広い分野に影響を及ぼすおそれがあります。 

  これらの影響に対して、自然や社会のあり方を調整し、気候変動への「適応」を進めるた

め、本道の特徴を踏まえた総合的かつ計画的な取組の推進が求められています。 

 

《その他の地球環境保全》 

（オゾン層保護） 

○ オゾン層破壊物質であり、強力な温室効果ガスでもあるフロン類については、各種の法律

により、大気中への放出禁止や、カーエアコンや家庭用冷蔵庫等からの回収等が義務づけら

れています。また、許可を受けた業者により回収され、破壊処理が行われています。 

 

（酸性雨） 

○ 観測結果では、酸性の降雨が確認されているものの、湖沼や森林等の生態系への明らかな

被害は認められていません。 

  しかしながら、今後とも継続して実態調査を行い、変化の動向を注視していく必要があり

ます。 

 

（海洋汚染等） 

○ 周辺海域においては、深刻な海洋汚染は生じていません。 

  しかし、船舶の事故等により大量の油が流出した際には海岸に漂着し、海洋に生息する生

物だけでなく、海洋や海岸を利用する鳥類や海浜植物なども含め広く自然生態系への影響が

懸念されるほか、海岸漂着物等による漁業や景観への影響、海岸への土地利用等への支障が

生じていることから、関係機関と連携して適切に対処する必要があります。 

 

 地球環境保全に関する施策の基本的な方向性 

① 省エネルギーの徹底により、二酸化炭素など温室効果ガスの排出を抑制する 

② バイオマスや風力などの利活用による再生可能エネルギーの導入を推進する 

③ 化石燃料への依存の少ないライフスタイルや事業活動への転換を推進する 

④ 森林等における二酸化炭素吸収源対策を推進する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地球温暖化の影響に係る

記載追加 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

⑤ フロン類の管理の適正化などを推進する 

 

 

 

 地球環境保全に関する指標群  

《指標》 

名称 基準 目標数値等 関連目標 

温室効果ガス排出量 
6,366 万 t-CO2 

（H2） 

5,919 万 t-CO2 

（H32） 
①②③⑤ 

新エネルギー導入量 

発電分野（発電電力量） 

5,866 百万 kWh 

（H24） 

8,115 百万 kWh 

（H32） 
② 

新エネルギー導入量 

熱利用分野 

12,257TJ 

（H24） 

20,133TJ 

（H32） 
② 

 

《個別指標》 

名称 基準 目標数値等 関連目標 

森林の蓄積と 

地球温暖化防止機能 

蓄積 

743 百万 m3 
 

炭素貯蔵量 

297 百万 t-C 相当 

（H23） 

蓄積 

961 百万 m3 
 

炭素貯蔵量 

384 百万 t-C 相当 

（H44） 

④ 

 

《補足データ》 

名称 関連施策 関連目標 

一人当たりの二酸化炭素排出量 ア（ア） ①③ 

部門別二酸化炭素排出量 ア（ア） ①③ 

環境効率性 ア（ア） ①③ 

低公害車の普及台数 ア（ア） ①③ 

産業部門エネルギー消費原単位 ア（ア） ①③ 

家庭部門エネルギー消費原単位 ア（ア） ①③ 

業務部門エネルギー消費原単位 ア（ア） ①③ 

運輸部門エネルギー消費原単位 ア（ア） ①③ 

フロン排出抑制法に基づくフロン類の回収量・破壊量 イ ⑤ 

（注） 指標群の設定の考え方等については、参考資料「指標群一覧」を参照 

 

 各主体の取組方向  

《道民》 

・適切な冷暖房温度の設定や節電、エコドライブの実践、公共交通機関の利用など、日常生活

において環境への負荷の少ない行動を心がけます。 

・省エネ・再生可能エネルギー関連機器・設備の購入、環境にやさしい商品やサービスの選択

など、環境に配慮した消費活動を実践します。 

⑤ フロン類の管理の適正化などを推進する 

⑥ 自然や社会のあり方を調整し、気候変動の影響に適応する 

 

 

 地球環境保全に関する指標群           （※検討中） 

《指標》 

名称 基準 目標数値等 関連方向性 

温室効果ガス排出量 
6,582 万 t-CO２ 

（H2） 

6,099 万 t-CO２ 

（R2） 
①②③⑤ 

新エネルギー導入量 

発電分野（発電電力量） 

5,866 百万 kWh 

（H24） 

8,115 百万 kWh 

（R2） 
② 

新エネルギー導入量 

熱利用分野 

12,257TJ 

（H24） 

20,133TJ 

（R2） 
② 

 

《個別指標》 

名称 基準 目標数値等 関連方向性 

森林の蓄積と 

地球温暖化防止機能 

蓄積 

782 百万 m3 
 

炭素貯蔵量 

310 百万 t-C 相当 

（H27） 

蓄積 

835 百万 m3 
 

炭素貯蔵量 

329 百万 t-C 相当 

（R8） 

④ 

 

《補足データ》 

名称 関連施策 関連目標 

一人当たりの二酸化炭素排出量 ア（ア） ①③ 

部門別二酸化炭素排出量 ア（ア） ①③ 

環境効率性 ア（ア） ①③ 

低公害車の普及台数 ア（ア） ①③ 

産業部門エネルギー消費原単位 ア（ア） ①③ 

家庭部門エネルギー消費原単位 ア（ア） ①③ 

業務部門エネルギー消費原単位 ア（ア） ①③ 

運輸部門エネルギー消費原単位 ア（ア） ①③ 

フロン排出抑制法に基づくフロン類の回収量・破壊量 イ ⑤ 

（注） 指標群の設定の考え方等については、参考資料「指標群一覧」を参照 

 

 各主体の取組方向  （※検討中） 

《道民》 

・適切な冷暖房温度の設定や節電、エコドライブの実践、公共交通機関の利用など、日常生活

において環境への負荷の少ない行動を心がけます。 

・省エネ・再生可能エネルギー関連機器・設備の購入、環境にやさしい商品やサービスの選択

など、環境に配慮した消費活動を実践します。 

 

・気候変動適応計画に係る

記載追加 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

 

《事業者》 

・省資源や省エネ、未利用エネルギーの利用などを進めるほか、環境への負荷の少ない製品や

商品の製造販売、技術開発に努めるなど、環境に配慮した事業活動を進めます。 

・エコドライブなど環境への負荷の少ない運転や、環境に配慮したオフィス活動の実践などに

ついて、従業員等に対する教育を進めます。 

 

《NPO 等の民間団体》 

・省資源・省エネの徹底、再生可能エネルギーの導入促進、緑化活動など、住民等の参加・協

力のもと、地域の中心となって環境保全活動に取り組みます。 

 

《市町村》 

・省資源や省エネの徹底、再生可能エネルギーの導入など事務や事業における環境への配慮に

率先して取り組みます。 

・森林や緑地の保全・整備、市街地の緑化活動を推進します。 

 

 道の施策  

《施策の体系》 

施策体系のうち、「地球温暖化対策の推進」については、この分野の個別計画である「地球

温暖化対策推進計画」に基づき具体的な施策を講じ、本計画と一体で取組を推進します。 

また、施策の推進に当たっては、各分野で策定されている関連計画等との調和を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《施策の方向》 

 ア 地球温暖化対策の推進  

（ア）低炭素型ライフスタイル・ビジネススタイルへの転換 

○ 温室効果ガスの削減の取組を推進するため、低炭素型ライフスタイル・ビジネススタ

イルの定着に向けた普及啓発や、省エネ機器・システムの導入支援等を進めます。 

＜主な取組＞ 

・地球温暖化防止活動推進員の派遣や、省エネに関する普及啓発を行い、低炭素型ラ

イフスタイル・ビジネススタイルの実践を促します。 

・アイドリングストップをはじめとした燃費効率の良い運転方法（エコドライブ）の

普及、浸透や低公害車の導入促進を図ります。 

・エネルギー使用量の「見える化」や省エネ技術等の導入可能性調査など、省エネ機

器・技術の導入を支援します。 

 

《事業者》 

・省資源や省エネ、未利用エネルギーの利用などを進めるほか、環境への負荷の少ない製品や

商品の製造販売、技術開発に努めるなど、環境に配慮した事業活動を進めます。 

・エコドライブなど環境への負荷の少ない運転や、環境に配慮したオフィス活動の実践などに

ついて、従業員等に対する教育を進めます。 

 

《NPO 等の民間団体》 

・省資源・省エネの徹底、再生可能エネルギーの導入促進、緑化活動など、住民等の参加・協

力のもと、地域の中心となって環境保全活動に取り組みます。 

 

《市町村》 

・省資源や省エネの徹底、再生可能エネルギーの導入など事務や事業における環境への配慮に

率先して取り組みます。 

・森林や緑地の保全・整備、市街地の緑化活動を推進します。 

 

 道の施策  （※検討中） 

《施策の体系》 

施策体系のうち、「地球温暖化対策の推進」については、この分野の個別計画である「地球

温暖化対策推進計画」及び「北海道気候変動適応計画」に基づき具体的な施策を講じ、本計画

と一体で取組を推進します。 

また、施策の推進に当たっては、各分野で策定されている関連計画等との調和を図ります。 

 

 

 

 

《施策の方向》 

重  ア 地球温暖化対策の推進  

（ア）低炭素型ライフスタイル・ビジネススタイルへの転換 

○ 温室効果ガスの削減の取組を推進するため、低炭素型ライフスタイル・ビジネススタイ

ルの定着に向けた普及啓発や、省エネ機器・システムの導入支援等を進めます。 

＜主な取組＞ 

・地球温暖化防止活動推進員の派遣や、省エネに関する普及啓発を行い、低炭素型ラ

イフスタイル・ビジネススタイルの実践を促します。 

・アイドリングストップをはじめとした燃費効率の良い運転方法（エコドライブ）の

普及、浸透や低公害車の導入促進を図ります。 

・エネルギー使用量の「見える化」や省エネ技術等の導入可能性調査など、省エネ機

器・技術の導入を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・気候変動適応計画に係る

記載追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）地域の特性を活かした環境にやさしいエネルギーの導入 新エネルギー導入拡大に向けた基本方向

（ウ）森林等における吸収源対策 森林吸収源対策推進計画

（エ）気候変動への適応策の検討

イ　その他の地球環境保全対策の推進 海岸漂着物対策推進計画

施 策 体 系 個別計画 ・ 主な関連計画等

（１）地域から取り組む地球環境の保全

ア　地球温暖化対策の推進 地球温暖化対策推進計画

（ア）低炭素型ライフスタイル・ビジネススタイルへの転換 省エネルギー・新エネルギー促進行動計画
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

・省エネ性能等に係る一定の技術水準を有する道内の住宅事業者を登録するととも

に、住宅の省エネ性能等を評価した結果などの情報を消費者へ分かりやすく表示す

る「きた住まいる」の普及を図ります。 

 

（イ）地域の特性を活かした環境にやさしいエネルギーの導入 

○ 太陽光、風力、バイオマス、雪氷など全国トップクラスの豊富なエネルギー資源を有効

に活用した自立・分散型エネルギーの導入を進めます。 

＜主な取組＞ 

・地域における新エネルギー導入の加速化を図るため、道の支援を強化するとともに、

市町村などによる導入推進の取組を支援します。 

・自立・分散型のエネルギーシステムの導入を推進するため、地域の防災拠点等への

再生可能エネルギー関連設備の整備を促進します。 

・水素社会の形成に向け、産学官で連携し、普及啓発や導入拡大などの取組を進めま

す。 

 

（ウ）森林等における吸収源対策 

○ 「森林吸収源対策推進計画」に基づき、森林の整備や保全を着実に進めるとともに、地

域材の利用を促進し、森林や木材が持つ二酸化炭素吸収・固定機能の高度発揮を図るな

ど、森林等における吸収源対策を推進します。 

＜主な取組＞ 

・伐採後の確実な植林、除伐、間伐などの森林整備を着実に推進することにより、森

林の有する多面的機能の維持・増進を図ります。 

・地域で生産された木材を地域で有効活用する「地材地消＊」や、エネルギー利用も含

めた多様な分野での木材・木質バイオマスの利用の拡大を図ります。 

・都市公園の整備等による緑地の確保を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）気候変動への適応策の検討 

○ 気候変動により想定される災害、食料、健康などの様々な面での影響への適応を進め

るため、関係機関と連携を図りながら、北海道における気候変動への適応策の検討を進

めます。 

 

 

 イ その他の地球環境保全対策の推進  

○ 温室効果ガス排出抑制及びオゾン層保護のため、フロン類の回収及び適正処理を推進

します。 

 

 

 

・省エネ性能等に係る一定の技術水準を有する道内の住宅事業者を登録するととも

に、住宅の省エネ性能等を評価した結果などの情報を消費者へ分かりやすく表示す

る「きた住まいる」の普及を図ります。 

 

（イ）地域の特性を活かした自立・分散型エネルギーの導入 

○ 太陽光、風力、バイオマス、雪氷など全国トップクラスの豊富なエネルギー資源を有効

に活用した自立・分散型エネルギーの導入を進めます。 

＜主な取組＞ 

・地域における新エネルギー導入の加速化を図るため、道の支援を強化するとともに、

市町村などによる導入推進の取組を支援します。 

・自立・分散型のエネルギーシステムの導入を推進するため、地域の防災拠点等への

再生可能エネルギー関連設備の整備を促進します。 

・水素社会の形成に向け、産学官で連携し、普及啓発や導入拡大などの取組を進めま

す。 

 

（ウ）森林等における吸収源対策 

○ 「森林吸収源対策推進計画」に基づき、森林の整備や保全を着実に進めるとともに、地

域材の利用を促進し、森林や木材が持つ二酸化炭素吸収・固定機能の高度発揮を図るな

ど、森林における吸収源対策を推進します。 

＜主な取組＞ 

・森林による二酸化炭素吸収量の確保に向けて、間伐や伐採後の着実な再造林など適

切な森林の整備・保全を総合的に推進します。 

・木材や木質バイオマスの利用は、建築物等での炭素の固定や、化石燃料の代替とし

て二酸化炭素の排出抑制に大きな役割を果たすことから、地域材の利用の促進や木

質バイオマスのエネルギー利用を促進します。 

・森林づくりや木材の利用に対する道民の理解を促進するとともに、あらゆる世代の

方々が森林や木材にふれあう機会の確保を図るため、木育活動を全道に広げ、道民

参加の森林づくり等を推進します。 

 

○ 都市公園の整備等による都市の緑地の保全や、農地土壌の適切な管理などの吸収源対

策を推進します。 

 

（エ）気候変動への適応策の検討 

○ 気候変動により想定される災害、食料、健康などの様々な面での影響への適応を進める

ため、「産業」、「自然環境」、「自然災害」及び「生活・健康」の４つの分野に重点的に取

り組むとともに、情報収集や調査等を実施することにより、関係機関と連携を図りなが

ら、北海道における気候変動への適応策の検討を進めます。 

 

 イ その他の地球環境保全対策の推進  

○ 温室効果ガス排出抑制及びオゾン層保護のため、フロン類の使用の合理化及び管理の

適正化を推進します。 

＜主な取組＞ 

・「フロン排出抑制法」に基づき、業務用冷凍空調機器の管理者や充填回収業者などに

対し、監視・指導を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・森林吸収源対策推進計画

に係る記載追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・気候変動適応計画に係る

記載追加 

 

 

 

 

 

 

 

・具体的な取組に係る記載

追加 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

 

 

 

 

 

○ 酸性雨や海洋汚染、漂着ごみなどの広域的な環境問題に対応するため、国等と連携し

適切なモニタリング・調査研究等を行います。 

＜主な取組＞ 

     ・「海岸漂着物対策推進計画」に基づき、多様な主体の適切な役割と連携の確保を図り

ながら、海岸漂着物等の円滑な処理とその発生抑制を進めます。 

 

 

（２）北海道らしい循環型社会の形成 

 

 

 

 

 

 めざす姿（あるべき姿のイメージ）  

人々は、できるだけごみを出さない、物を修理して大切に使うといった環・境に配慮

した生活を実践しています。 

また、企業は、自らの事業活動における廃棄物等＊の発生を極力抑えるとともに、発生

した廃棄物等については、循環資源＊として有効に利用され、又は適正に処理されるな

ど、３Ｒや適正処理が社会の中に定着しています。 

さらには、家畜ふん尿や林地未利用材＊などバイオマスの利活用が進むとともに、既

存産業の技術基盤の活用などにより、リサイクル関連産業が発展し、循環型社会ビジネ

ス市場が拡大しています。 

 

 

 

 

 

 現状と課題  

《循環型社会の形成》 

（３R の推進） 

○ 一般廃棄物の排出量は減少傾向にあり、リサイクル率も全国平均を上回るなど、３Ｒの進

展が見られますが、一人１日当たりの排出量は未だに全国平均を上回っており、さらなる排

出抑制に取り組む必要があります。（図２－２－１及び図２－２－２参照） 

 

＜一人１日当たりのごみ排出量（単位：g/人・日）＞ 

【北海道】H17：1,221 → H25：1,013 【全 国】H17：1,131 → H25：958 

＜一般廃棄物のリサイクル率（単位：％）＞ 

【北海道】H17：17.2 → H25：24.0  【全 国】H17：19.0 → H25：20.6 

・定期的な点検の実施や廃棄時のフロン類回収の仕組みなどについて、関係者の意識

向上に向けた普及啓発を行います。 

・関係機関と適正管理に関する現状・課題を共有し、フロン排出抑制対策を推進しま

す。 

 

○ 酸性雨や海洋汚染、漂着ごみなどの広域的な環境問題に対応するため、国等と連携し適

切なモニタリング・調査研究等を行います。 

＜主な取組＞ 

・「海岸漂着物対策推進計画」に基づき、多様な主体の適切な役割と連携の確保を図り

ながら、海岸漂着物等の円滑な処理とその発生抑制を進めます。 

 

 

（２）北海道らしい循環型社会の形成 

 

 

 

 

 

 めざす姿（あるべき姿のイメージ）  

人々には、地球規模での社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事

業者を応援する消費活動が定着しているとともに、持続可能な自然の恵みを将来にわた

って享受できるよう、できるだけごみを出さない、物を修理して大切に使うといった環

境に配慮した生活を実践する習慣が身についています。 

企業は、自らの事業が環境に及ぼす影響と社会的責任の重要性を認識し、事業活動や

製品のライフサイクルを通じた環境負荷を可能な限り低減し、廃棄物等の発生を極力抑

えるとともに、発生した廃棄物等については、循環資源として有効に利用され、又は適

正に処理されるなど、３Ｒや適正処理が社会の中に定着しています。 

家畜ふん尿や林地未利用材などバイオマスの利活用が定着し、農林水産資源が持続可

能な方法で利用されるとともに、既存産業の技術基盤の活用や、従来のものとは根本的

に異なる技術によるイノベーションの創出などにより、リサイクル関連産業が発展し、

循環型社会ビジネス市場が拡大するなど様々な物質の循環も良好に保たれています。 

 

 現状と課題  

《循環型社会の形成》 

（３R の推進） 

○ 一般廃棄物の排出量は減少傾向にあり、リサイクル率も全国平均を上回るなど、３Ｒの進

展が見られますが、一人１日当たりの排出量は未だに全国平均を上回っており、さらなる排

出抑制に取り組む必要があります。（図２－２－１及び図２－２－２参照） 

 

＜一人１日当たりのごみ排出量（単位：g/人・日）＞ 

【北海道】H24：1,004 → H29：961 【全 国】H24：964 → H29：920 

＜一般廃棄物のリサイクル率（単位：％）＞ 

【北海道】H24：23.6 → H29：24.3 【全 国】H24：20.5 → H29：20.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・SDGs に係る記載追加 

 

 

 

 

 

・できるだけイメージを膨

らませつつ前段の将来像の

イメージと整合するよう変

更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・近年の状況反映 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図２－２－１ 一人１日当たりのごみ排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図２－２－２ 一般廃棄物のリサイクル率 

 

○ 全国の排出量の約１割を占める道内の産業廃棄物排出量のうち、半分を占めるのが家畜

ふん尿で、次いで製造業や下水道業などから排出される汚泥が多くなっています。（図２－

２－３参照） 

また、再生利用率は全国平均と同程度ですが、最終処分量の多い汚泥や廃プラスチック

類などについては、さらなる再生利用の取組が必要です。（図２－２－４参照） 

 

＜産業廃棄物排出量（単位：千 t）＞ 

【北海道】H14：41,061 → H25：37,573 【全 国】H14：393,234 → H24：379,137 

＜産業廃棄物の再生利用率（単位：％）＞ 

【北海道】H14：51 → H25：55 【全 国】H14：46 → H24：55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図２－２－３ 北海道の産業廃棄物の種類別排出量（総排出量：3,757 万ｔ（H25）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２－１ 一人１日当たりのごみ排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図２－２－２ 一般廃棄物のリサイクル率 

 

○ 全国の排出量の約１割を占める道内の産業廃棄物排出量のうち、半分を占めるのが家畜ふ

ん尿で、次いで製造業や下水道業などから排出される汚泥が多くなっています。（図２－２

－３参照） 

また、再生利用率は全国平均と同程度ですが、最終処分量の多い汚泥やがれき類などにつ

いては、さらなる再生利用の取組が必要です。（図２－２－４参照） 

 

＜産業廃棄物排出量（単位：万 t）＞ 

【北海道】H24：3,875 → H29：3,874 【全 国】H24：37,914 → H29：38,564 

＜産業廃棄物の再生利用率（単位：％）＞ 

【北海道】H24：55.9→ H29：55.5  【全 国】H24：55→ H29：53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図２－２－３ 北海道の産業廃棄物の種類別排出量（総排出量：3,874 万ｔ（H29）） 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図２－２－４ 北海道の産業廃棄物の種類別最終処分量（総処分量：75 万ｔ（H25）） 

 

○ ３Ｒの推進にあたっては、２Ｒ（リデュース・リユース）を優先した取組を強化するとと

もに、循環の質にも着目し、循環資源のエネルギー源への活用や複合的利用などにより資源

としての価値を最大限に活用することが重要です。 

 

 

 

（廃棄物の適正処理） 

○ 循環型社会の形成を阻害する廃棄物の不法投棄などの不適正処理は、依然として後を絶

たない状況にあります。 

  不法投棄などは、その未然防止と長期化させないための早期対応が重要です。 

 

○ ＰＣＢ＊廃棄物については、国が中間貯蔵・環境安全事業株式会社による全国５か所の拠

点的広域処理施設における処理体制を構築しています。 

  北海道では、室蘭市において、道内外のＰＣＢ廃棄物を処理することとしており、今後と

も平成 27 年３月に変更した「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」に基づき、情報公開を

基本に安全・確実な処理事業を推進する必要があります。 

 

 

 

（バイオマスの利活用） 

○ 農林水産業が盛んな本道には、畜産業から排出される家畜ふん尿をはじめ、林地未利用材

や稲わらなど多様なバイオマスが豊富に存在しています。 

  廃棄物系及び未利用バイオマスの発生量の約８割がエネルギーや製品原材料などとして

利活用に向けられていますが、利活用が進んでいない生ごみや林地未利用材などについて

は、その性質や地域特性に応じ、さらなる利活用を進めることが重要です。 

また、すでに利活用されているものであっても、地域特性に応じて複合利用や地域分散

型の再生可能エネルギーとしての利用など、より高度な利用を進めていくことが重要です。 

 

（循環型社会ビジネスの振興） 

○ 資源の有効利用に資する技術や製品、サービスを提供する循環型社会ビジネスの振興は、

市場の中で効率的に３Ｒの取組を進めるために重要です。 

  循環型社会ビジネスの展開にあたっては、地域住民等の理解の下、動脈産業と静脈産業の

緊密な連携により、循環資源製品の生産・供給システムの強化、製品の利用促進を図り、循

環の輪をつなぎ広げていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図２－２－４ 北海道の産業廃棄物の種類別最終処分量（総処分量：70 万ｔ（H29）） 

 

○ ３Ｒの推進にあたっては、２Ｒ（リデュース・リユース）を優先した取組を強化するとと

もに、循環の質にも着目し、循環資源のエネルギー源への活用や複合的利用などにより資源

としての価値を最大限に活用することが重要です。 

 

○ 一方、海洋プラスチックごみによる地球規模での環境汚染が懸念されています。 

 

（廃棄物の適正処理） 

○ 循環型社会の形成を阻害する廃棄物の不法投棄などの不適正処理は、依然として後を絶た

ない状況にあります。 

  不法投棄などは、その未然防止や長期化させないための早期発見と早期対応が重要です。 

 

○ ＰＣＢ＊廃棄物については、国が中間貯蔵・環境安全事業株式会社による全国５か所の拠

点的広域処理施設における処理体制を構築しています。 

  北海道では、室蘭市において、道内外のＰＣＢ廃棄物を処理することとしており、今後と

も平成 29 年３月に変更した「北海道ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」に基づき、情報

公開を基本に安全な処理事業を推進するとともに、関係機関との連携強化、調査等による実

態把握や立入検査等の権限を有効に活用して、処理期限内の確実かつ適正な処理を推進して

いく必要があります。 

 

（バイオマスの利活用） 

○ バイオマスの有効利用は、循環型社会の形成はもとより、地球温暖化の防止や自立・分散

型エネルギーの供給源の多様化に資するとともに、リサイクル関連産業をはじめとした地域

産業に寄与し、地域活性化につながっていくことが期待されています。 

  豊かな農林水産資源を有する本道では、家畜ふん尿をはじめ多様なバイオマスが豊富に賦

存していますが、地域に偏在していることや、種類毎に存在形態が多様であるといった課題

があることから、地域のバイオマス資源の賦存状況や事業者・住民等のニーズに応じた利活

用手法を選択し、きめ細やかに対応していくことが重要です。 

 

（循環型社会ビジネスの振興） 

○ 資源の有効利用に資する技術や製品、サービスを提供する循環型社会ビジネスの振興は、

市場の中で効率的に３Ｒの取組を進めるために重要です。 

  循環型社会ビジネスの展開にあたっては、地域住民等の理解の下、動脈産業と静脈産業の

緊密な連携により、循環資源製品の生産・供給システムの強化、製品の利用促進を図り、循

環の輪をつなぎ広げていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海洋プラスチックごみに

係る記載追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・具体的な取組に係る記載

追加 

 

 

 

 

・近年の取組も踏まえた記

載に修正 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

 

 循環型社会の形成に関する目標  

① 廃棄物等の発生・排出を抑制し、循環資源の循環的利用を推進する 

② 廃棄物の適正処理を推進する 

③ 廃棄物系及び未利用バイオマスの利活用を推進する 

④ リサイクル関連産業を振興し、循環型社会ビジネス市場の拡大を図る 

 

 循環型社会の形成に関する指標群  

《指標》 

名称 基準 目標数値等 関連目標 

循環利用率 
14.5% 

（H24） 

16% 

（H31） 
① 

最終処分量 
112 万 t 

（H24） 

86 万 t 

（H31） 
① 

廃棄物系バイオマス利活用率 

（発生量ベース） 

88.2% 

（H24） 

90%（炭素換算） 

（H31） 
③ 

未利用バイオマス利活用率 

（発生量ベース） 

60.4% 

（H24） 

70%（炭素換算） 

（H31） 
③ 

 

《個別指標》 

名称 基準 目標数値等 関連目標 

一般廃棄物の排出量 

（一人１日当たり） 

1,004g/人・日 

（H24） 

940g/人・日 

（H31） 
① 

産業廃棄物の排出量 
3,875 万 t 

（H24） 

3,900 万 t 

（H31） 
① 

一般廃棄物のリサイクル率 
23.6% 

（H24） 

30% 

（H31） 
① 

産業廃棄物の再生利用率 
55.9% 

（H24） 

57% 

（H31） 
① 

 

《補足データ》 

名称 関連施策 関連目標 

資源生産性 ア ① 

産業廃棄物処理業者の優良認定業者数 イ ② 

廃棄物系バイオマスの種別ごとの発生量及び利活用量 ウ ③ 

未利用バイオマスの種別ごとの発生量及び利活用量 ウ ③ 

バイオガスプラント施設数 ウ ③ 

バイオマス活用推進計画等策定市町村数 ウ ③ 

認定リサイクル製品数 エ ④ 

グリーン購入の全庁的実施市町村数 エ ④ 

（注） 指標群の設定の考え方等については、参考資料「指標群一覧」を参照 

 

   

 循環型社会の形成に関する施策の基本的方向性  

① 廃棄物等の発生・排出を抑制し、循環資源の循環的利用を推進する 

② 廃棄物の適正処理を推進する 

③ 廃棄物系及び未利用バイオマスの利活用を推進する 

④ リサイクル関連産業を振興し、循環型社会ビジネス市場の拡大を図る 

 

循環型社会の形成に関する指標群  

《指標》 

名称 基準 目標数値等 関連方向性 

循環利用率 
15.7% 

（H29） 

17% 

（R6） 
① 

最終処分量 
100 万 t 

（H29） 

86 万 t 以下 

（R6） 
① 

廃棄物系バイオマス利活用率 

（発生量ベース） 

89.8% 

（H28） 

90%（炭素換算） 

（R4） 
③ 

未利用バイオマス利活用率 

（発生量ベース） 

71.5% 

（H28） 

70%（炭素換算） 

（R4） 
③ 

 

《個別指標》 

名称 基準 目標数値等 関連方向性 

一般廃棄物の排出量 

（一人１日当たり） 

961g/人・日 

（H29） 

900g/人・日 

（R6） 
① 

産業廃棄物の排出量 
3,874 万 t 

（H29） 

3,750 万 t 以下 

（R6） 
① 

一般廃棄物のリサイクル率 
24.3% 

（H29） 

30% 

（R6） 
① 

産業廃棄物の再生利用率 
55.5% 

（H29） 

57%以上 

（R6） 
① 

 

《補足データ》 

名称 関連施策 関連方向性 

資源生産性 ア ① 

産業廃棄物処理業者の優良認定業者数 イ ② 

廃棄物系バイオマスの種別ごとの発生量及び利活用量 ウ ③ 

未利用バイオマスの種別ごとの発生量及び利活用量 ウ ③ 

バイオガスプラント施設数 ウ ③ 

バイオマス活用推進計画等策定市町村数 ウ ③ 

認定リサイクル製品数 エ ④ 

グリーン購入の全庁的実施市町村数 エ ④ 

（注） 指標群の設定の考え方等については、参考資料「指標群一覧」を参照 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

 各主体の取組方向  

《道民》 

・ものを修理して使うなど大切にするとともに、買い物時のレジ袋等の辞退、詰替製品の選択

やレンタル品の活用、エコクッキングの実践など、ごみの発生が少ない生活を心がけます。 

・リターナブル容器使用商品の選択、中古品やリサイクル製品の購入・使用など、再使用や再

利用に努めます。 

・地域のルールを守り、ごみの分別の徹底に努めるほか、不用品を適正なリサイクル店へ引き

渡すなど、地域におけるリサイクルの取組を進めます。 

 

《事業者》 

・製造、建設、流通などの各段階で、できるだけ廃棄物の発生を抑えるとともに、製品の長寿

命化や包装資材の削減などを進めます。 

・使用済み製品等の再使用や、再利用しやすい製品等の製造・販売、再利用可能な素材等の使

用、回収ボックス等の設置など、再使用や再利用に努めます。 

・廃棄物系及び未利用バイオマスの利活用や、リサイクル製品・技術の開発を進めます。 

・循環的な利用が行われないものについては、排出者責任の原則に基づき適正に処理します。 

 

《NPO 等の民間団体》 

・資源回収やリサイクル、不用品の再利用など、地域住民などと協力して環境保全活動に取り

組みます。 

・フリーマーケット開催などを通じて、住民の３Ｒ意識の向上を図ります。 

 

《市町村》 

・廃棄物の排出が少ない事務・事業の執行や、グリーン購入＊などによる環境への負荷の少な

い物品や役務の調達など、率先して３Ｒに取り組みます。 

・地域特性に応じた３Ｒの推進や生ごみ等のバイオマスの利活用に取り組みます。 

・広域化や施設の長寿命化により、効率的な廃棄物処理体制を整備します。 

 

 道の施策  

《施策の体系》 

この分野については、個別計画である「循環型社会形成推進基本計画」に基づき具体的な施

策を講じ、本計画と一体で取組を推進します。 

また、施策の推進にあたっては、各分野で策定されている関連計画等との調和を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《施策の方向》 

 ア ３R の推進  

 各主体の取組方向  

《道民》 

・ものを修理して使うなど大切にするとともに、買い物時のレジ袋等の辞退、詰替製品の選択

やレンタル品の活用、エコクッキングの実践など、ごみの発生が少ない生活を心がけます。 

・リターナブル容器使用商品の選択、中古品やリサイクル製品の購入・使用など、再使用や再

利用に努めます。 

・地域のルールを守り、ごみの分別の徹底に努めるほか、不用品を適正なリサイクル店へ引き

渡すなど、地域におけるリサイクルの取組を進めます。 

 

《事業者》 

・製造、建設、流通などの各段階で、できるだけ廃棄物の発生を抑えるとともに、製品の長寿

命化や包装資材の削減などを進めます。 

・使用済み製品等の再使用や、再利用しやすい製品等の製造・販売、再利用可能な素材等の使

用、回収ボックス等の設置など、再使用や再利用に努めます。 

・廃棄物系及び未利用バイオマスの利活用や、リサイクル製品・技術の開発を進めます。 

・循環的な利用が行われないものについては、排出者責任の原則に基づき適正に処理します。 

 

《NPO 等の民間団体》 

・資源回収やリサイクル、不用品の再利用など、地域住民などと協力して環境保全活動に取り

組みます。 

・フリーマーケット開催などを通じて、住民の３Ｒ意識の向上を図ります。 

 

《市町村》 

・廃棄物の排出が少ない事務・事業の執行や、グリーン購入＊などによる環境への負荷の少な

い物品や役務の調達など、率先して３Ｒに取り組みます。 

・地域特性に応じた３Ｒの推進や生ごみ等のバイオマスの利活用に取り組みます。 

・広域化や施設の長寿命化により、効率的な廃棄物処理体制を整備します。 

 

 道の施策  

《施策の体系》 

この分野については、個別計画である「循環型社会形成推進基本計画」に基づき具体的な施

策を講じ、本計画と一体で取組を推進します。 

また、施策の推進にあたっては、各分野で策定されている関連計画等との調和を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《施策の方向》 

 ア ３R の推進  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画

ウ　バイオマスの利活用の推進 バイオマス活用推進計画

エ　リサイクル関連産業を中心とした循環型社会ビジネスの振興 環境産業振興戦略

（２）北海道らしい循環型社会の形成 循環型社会形成推進基本計画

ア　３Ｒの推進

イ　廃棄物の適正処理の推進 廃棄物処理計画

ごみ処理の広域化計画

施 策 体 系 個別計画 ・ 主な関連計画等

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画

ウ　バイオマスの利活用の推進 バイオマス活用推進計画

エ　リサイクル関連産業を中心とした循環型社会ビジネスの振興 環境産業振興戦略

（２）北海道らしい循環型社会の形成 循環型社会形成推進基本計画

ア　３Ｒの推進

イ　廃棄物の適正処理の推進 廃棄物処理計画

ごみ処理の広域化計画

施 策 体 系 個別計画 ・ 主な関連計画等
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

○ ３Ｒを推進するため、環境に配慮するライフスタイル・ビジネススタイルの定着に向

けた普及啓発や、廃棄物の排出抑制・リサイクルに係る基盤整備を進めるほか、各種リサ

イクル法に基づき、個別分野のリサイクルを推進します。 

＜主な取組＞ 

・「３Ｒ推進月間」などにおける各種イベントの開催や、廃棄物の発生・排出抑制に関

する模範的取組の表彰（ゼロ・エミ大賞）などにより、３Ｒに関する普及啓発を推

進します。 

・「循環資源利用促進税」を活用し、排出抑制やリサイクルにかかる技術開発・施設整

備などを支援します。 

・家電リサイクル法や建設リサイクル法などの各種リサイクル法に基づき、循環資源

の再生利用等を推進します。 

 

 

 

 イ 廃棄物の適正処理の推進  

○ 一般廃棄物の処理を担う市町村等に対し、適切な助言・指導等を行い、適正処理の徹底

や施設整備を促進します。また、大規模災害の発生に備え、災害廃棄物にかかる対策を推

進します。 

＜主な取組＞ 

・「ごみ処理の広域化計画」の考え方を踏まえ、地域の実態に合った効率的なごみ処理

施設の整備を促進します。 

・道の災害廃棄物処理計画を策定するとともに、市町村の計画策定を促進します。 

 

 

 

○ 産業廃棄物の排出事業者や処理業者に対し、監視・指導等を行うとともに、優良処理業

者を育成し、適正処理を推進します。また、関係機関等との適切な役割分担のもと、ＰＣ

Ｂ廃棄物などの有害廃棄物の適正処理を進めます。 

＜主な取組＞ 

・研修会等への講師の派遣、各種会議等を通じた優良認定制度の普及啓発等により、

優良処理業者の育成に努めます。 

・「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」に基づき、ＰＣＢ廃棄物の適正処理を進めま

す。 

 

○ 不法投棄等の不適正処理について、関係機関と連携し、適正処理に関する普及啓発等

により未然防止を図るとともに、監視体制を強化して早期対応に努めます。 

＜主な取組＞ 

・産廃１１０番や民間事業者との不法投棄等通報協定の運用により、不適正処理への

早期対応を図ります。 

 

 ウ バイオマスの利活用の推進  

○ 「北海道バイオマス活用推進計画」に基づき、市町村などの取組を促進するとともに、

利活用システムの構築や施設整備を支援します。 

＜主な取組＞ 

○ ３Ｒを推進するため、環境に配慮するライフスタイル・ビジネススタイルの定着に向け

た普及啓発や、廃棄物の排出抑制・リサイクルに係る基盤整備を進めるほか、各種リサイ

クル法に基づき、個別分野のリサイクルを推進します。 

＜主な取組＞ 

・「３Ｒ推進月間」などにおける各種イベントの開催や、廃棄物の発生・排出抑制に関

する模範的取組の表彰（ゼロ・エミ大賞）などにより、３Ｒに関する普及啓発を推

進します。 

・「循環資源利用促進税」を活用し、排出抑制やリサイクルにかかる技術開発・施設整

備などを支援します。 

・家電リサイクル法や建設リサイクル法などの各種リサイクル法に基づき、循環資源

の再生利用等を推進します。 

・プラスチックごみの排出抑制に向けて、３R に係る実践行動の定着などの意識向上

を図っていきます。 

 

 イ 廃棄物の適正処理の推進  

○ 一般廃棄物の処理を担う市町村等に対し、適切な助言・指導等を行い、適正処理の徹底

や施設整備を促進します。また、大規模災害の発生に備え、災害廃棄物にかかる対策を推

進します。 

＜主な取組＞ 

・「ごみ処理の広域化計画」の考え方を踏まえ、地域の実態に合った効率的なごみ処理

施設の整備を促進します。 

・平成 30 年３月に策定した「北海道災害廃棄物処理計画」に基づき、災害廃棄物の

円滑な処理を確保するとともに、市町村に対して計画策定を促進するなど技術的助

言を行います。 

 

○ 産業廃棄物の排出事業者や処理業者に対し、監視・指導等を行うとともに、優良処理業

者を育成し、適正処理を推進します。また、関係機関等との適切な役割分担のもと、ＰＣ

Ｂ廃棄物などの有害廃棄物の適正処理を進めます。 

＜主な取組＞ 

・研修会等への講師の派遣、各種会議等を通じた優良認定制度の普及啓発等により、

優良処理業者の育成に努めます。 

・「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」に基づき、ＰＣＢ廃棄物の適正処理を進めま

す。 

 

○ 不法投棄等の不適正処理について、関係機関と連携し、適正処理に関する普及啓発等に

より未然防止を図るとともに、監視体制を強化して早期対応に努めます。 

＜主な取組＞ 

・産廃１１０番や民間事業者との不法投棄等撲滅協定の運用により、不適正処理への

早期対応を図ります。 

 

重  ウ バイオマスの利活用の推進  （※検討中） 

○ 「北海道バイオマス活用推進計画」に基づき、市町村などの取組を促進するとともに、

利活用システムの構築や施設整備を支援します。 

＜主な取組＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海洋プラスチックごみに

係る記載追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・具体的な取組に係る記載

追加 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

・ワンストップ窓口を活用して、バイオマスの利活用に関する技術・関連制度などの

情報提供を行うとともに、関係者間のネットワークづくりを推進し、市町村におけ

る「バイオマス活用推進計画」等の策定や地域における事業化などを促進します。 

・家畜ふん尿や農作物非食用部、木質バイオマスなど各種のバイオマスの存在形態や

地域の状況を踏まえ、効果的な利活用システムの構築や施設整備を支援します。 

 

 エ リサイクル関連産業を中心とした循環型社会ビジネスの振興  

○ リサイクル関連産業の創出・育成や再生品の利用拡大・生産拡大の促進などにより、循

環型社会ビジネスの振興を図ります。 

＜主な取組＞ 

・「循環資源利用促進税」を活用し、廃棄物リサイクルの事業化に向けた実証実験・市

場調査、施設整備や技術開発への支援などを行うことにより、リサイクル関連産業

を創出・育成します。 

・「北海道認定リサイクル製品・リサイクルブランド」のＰＲやグリーン購入の推進に

より、再生品の利用拡大・生産拡大を促進し、再生品市場の拡大を図ります。 

 

（３）自然との共生を基本とした環境の保全と創造 

 

 

 

 

 

 

 めざす姿（あるべき姿のイメージ）  

世界自然遺産の知床では、保全と適正な利用を進めるためのルールが確立され、エコ

ツーリズムなど自然とのふれあいが盛んに行われています。このような地域の環境特性

に応じて保全と利用の両立を図る考え方は、道内のほかの地域においても、徐々に浸透

しています。 

また、野生生物の適正な保護管理が図られ、野生生物による生活環境、農林水産業及

び生態系への被害が減少し、外来種による影響が抑えられています。 

さらには、人々に潤いや安らぎをもたらす身近な緑や水辺などの自然とのふれあい

や、自然と調和した景観が確保されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状と課題  

・ワンストップ窓口を設置して、バイオマスの利活用に関する技術・関連制度などの

情報提供を行うとともに、関係者間のネットワークづくりを推進し、市町村におけ

る「バイオマス活用推進計画」等の策定や地域における事業化などを促進します。 

・家畜ふん尿や農作物非食用部、木質バイオマスなど各種のバイオマスの存在形態や

地域の状況を踏まえ、効果的な利活用システムの構築や施設整備を支援します。 

 

 エ リサイクル関連産業を中心とした循環型社会ビジネスの振興  （※検討中） 

○ リサイクル関連産業の創出・育成や再生品の利用拡大・生産拡大の促進などにより、循

環型社会ビジネスの振興を図ります。 

＜主な取組＞ 

・「循環資源利用促進税」を活用し、廃棄物リサイクルの事業化に向けた実証実験・市

場調査、施設整備や技術開発への支援などを行うことにより、リサイクル関連産業

を創出・育成します。 

・「北海道認定リサイクル製品・リサイクルブランド」のＰＲやグリーン購入の推進に

より、再生品の利用拡大・生産拡大を促進し、再生品市場の拡大を図ります。 

 

（３）自然との共生を基本とした環境の保全と創造 

 

 

 

 

 

 

 めざす姿（あるべき姿のイメージ）  

一万年以上にわたり北の大地で生活を営んできた縄文の人々や、アイヌの人たちな

ど、先人から受け継いできた広大な森林や湿原、清らかな水をたたえる湖沼、生活に

潤いや安らぎをもたらす身近な緑や水辺、そしてそこにいきいきと生息・生育する野

生生物など豊かな自然が維持されています。人々は、こうした自然とのふれあいを通

じて北海道の環境について理解を深め、生態系が産業やくらしを支えていることを理

解し、環境を大切にする心を育んでいます。 

世界自然遺産や国立公園、国定公園をはじめとする自然公園などでは、地域毎の自

然資源の保全と適正な利用を進めるためのルールが定着し、自然と調和した景観が確

保されたまま、エコツーリズムやアドベンチャートラベルなど自然とのふれあいが盛

んに行われています。このように、地域の環境特性を十分認識し、そこから得られる

便益（生態系サービス）を、持続可能な形で最大限引き出す考え方は、観光業以外の

産業や暮らしの中にも広く定着しています。また、これらが魅力となり、関係人口や

移住者の増加にも貢献しています。 

野生生物は適正に保護管理され、種の保存やジビエ等の利用が図られているほか、地

域の生態系の一部として産業やくらしの中で一定の関わりが保たれることで、生活環境

や農林水産業、生態系への被害が低減されるとともに、外来種の影響が理解され、排除

を基本とした防除推進はもとより、新たな拡散も抑えられています。 

 

 現状と課題  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・SDGs に係る記載追加 

 

 

 

 

 

 

・できるだけイメージを膨

らませつつ前段の将来像の

イメージと整合するよう変

更 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

《自然環境等の保全及び快適な環境の創造》 

○ 生物多様性条約が発効して以来、世界的に生物多様性の保全が重視され、生物種の絶滅を

防ぎ、種の多様性を守るだけでなく、複数の生態系を相互に関連させて保全する生態系ネッ

トワークの形成を図っていくことが求められています。 

 

○ 北海道には、国立・国定・道立を合わせて 23 か所の自然公園があり、その総面積の 80％

以上は、特に保護を図る必要がある特別地域となっています。（表２－３－１参照） 

  また、自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域２か所、自然環境保全地域１か所、

自然環境等保全条例に基づく道自然環境保全地域７か所など、合わせて約３万 ha が自然環

境保全地域等に指定されています。 

  本道の優れた自然の恵みを将来にわたって享受できるよう、各種保護地域制度等を活用

し、このような優れた自然環境の保全を図っていく必要があります。 

 

  表２－３－１ 自然公園の指定状況（H25 年度末。単位：ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 道内の湿原は、総面積が全国の湿原の約８割を占めるなど、本道の自然景観を特徴づけて

おり、13 箇所がラムサール条約の登録湿地となっています。 

釧路湿原やサロベツ原野などにおいては、関係機関や民間団体等が連携して、自然再生

推進法に基づく自然再生の取組が進められています。 

 

 

○ 道内の豊かな森林は、ヒグマやシマフクロウなど北海道を代表する野生動物や多数の野

生植物の生息・生育地として重要（生物多様性保全の機能）であるほか、木材・林産物の供

給（木材等生産機能）、水資源の確保や洪水の緩和（水源涵養機能）、土砂災害の防止（山地

災害防止・土壌保全機能）など、様々な機能を有しています。 

  このような多面的機能を十分に発揮するため、それぞれの森林に求められる機能に応じ

て適切に森林を区分し、計画的な森林の保全・整備を進めることが必要です。 

 

○ 北海道の海岸は、総延長 3,143km におよび、自然状態が良好に維持されていることが

特徴です。海岸やその沿岸の浅海域は、海鳥類や多様な海洋生物などの生育・生息地となっ

ており、原生花園などが観光資源としても活用されるとともに、水揚げの大半を支える豊か

な漁場として利用されています。 

《自然環境等の保全及び快適な環境の創造》 

○ 生物多様性条約が発効して以来、世界的に生物多様性の保全が重視され、生物種の絶滅を

防ぎ、種の多様性を守るだけでなく、複数の生態系を相互に関連させて保全する生態系ネッ

トワークの形成を図っていくことが求められています。 

 

○ 北海道には、国立・国定・道立を合わせて 23 か所の自然公園があり、その総面積の 80％

以上は、特に保護を図る必要がある特別地域となっています。（表２－３－１参照） 

  また、自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域２か所、自然環境保全地域１か所、

自然環境等保全条例に基づく道自然環境保全地域７か所など、合わせて約３万 ha が自然環

境保全地域等に指定されています。 

  本道のすぐれた自然の恵みを将来にわたって享受できるよう、各種保護地域制度等を活用

し、このようなすぐれた自然環境の保全を図っていく必要があります。 

 

表２－３－１ 自然公園の指定状況（R 元年度末。単位：ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 道内の湿原は、総面積が全国の湿原の約８割を占めるなど、本道の自然景観を特徴づけて 

おり、13 箇所がラムサール条約の登録湿地となっています。 

釧路湿原やサロベツ原野などにおいては、関係機関や民間団体等が連携して、湿原が持つ

防災や水質浄化機能などにも着目し、自然再生推進法に基づき湿原生態系を再生する取組

が進められています。 

 

○ 道内の豊かな森林は、ヒグマやシマフクロウなど北海道を代表する野生動物や多数の野生

植物の生息・生育地として重要（生物多様性保全の機能）であるほか、木材・林産物の供給

（木材等生産機能）、水資源の確保や洪水の緩和（水源涵養機能）、土砂災害の防止（山地災

害防止・土壌保全機能）など、様々な機能を有しています。 

  このような多面的機能を十分に発揮するため、それぞれの森林に求められる機能に応じて

適切に森林を区分し、計画的な森林の保全・整備を進めることが必要です。 

 

○ 北海道の海岸は、総延長 3,098km におよび、自然状態が良好に維持されていることが特

徴です。海岸やその沿岸の浅海域は、海鳥類や多様な海洋生物などの生育・生息地となって

おり、原生花園などが観光資源としても活用されるとともに、水揚げの大半を支える豊かな

漁場として利用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・最新状況反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うち特別
保護地区

国立公園 6 508,308 398,433 89,709 109,875

国定公園 5 212,359 209,207 22,210 3,152

道　　立
自然公園

12 146,873 122,985 - 23,888

計 23 867,540 730,625 111,919 136,915

区　分
指　定
箇所数

面　積

総面積 特別
地域

普通
地域
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

  このような自然に恵まれた海岸・浅海域は、引き続きその保全に努めていくことが必要で

す。 

 

○ 都市、農村、河川の周辺などに存在する身近な自然などについては、多様な生物の生息・

生育地、あるいは生態系を連結する機能を持つ地域として保全と適正な利用を図り、うるお

い、やすらぎ、ゆとりなどの心の豊かさが感じられる快適な環境の積極的な創造に取り組む

ことが重要です。 

 

（北海道らしい景観の形成） 

○ 北海道の景観は、雄大な自然の中で地理的条件や気候、土地利用など様々な要因が複合的

に関わって生み出されており、広域性と多様性が特徴となっています。 

  景観に対する道民の関心も高まっており、広域景観づくりなど地域の自然や生活、産業に

根ざした北海道らしい景観づくりの推進が求められています。 

 

《知床世界自然遺産》 

○ 世界自然遺産に登録された知床の類まれな自然環境とこの地域で暮らす人々の文化等を

人類共有の財産と位置付け、より良い形で将来に引き継ぐため、道をはじめとした関係行政

機関・団体が連携し、道民、来訪者、事業者等が一丸となって、知床の保全や適正な利用を

進めるとともに、知床での優れた取組やルールを、他の地域にも波及させることが求められ

ています。 

 

《自然とのふれあいの推進》 

○ 身近な自然であるみどりや水辺をはじめとした自然とのふれあいは、生活にうるおいや

やすらぎを与えるものであり、これらの自然と親しむ場や機会の確保が求められています。 

 

○ また、近年、自然とのふれあいを求めるニーズの高まりなどを背景としたアウトドア活動

の活発化等に伴い、一部の自然公園では、登山道の浸食や希少な野生植物の踏み荒らしな

ど、利用者の増加やマナーの低下等に起因する自然環境への悪影響が懸念されています。 

  自然環境の適正な利用を図るため、観光やアウトドア関連の事業者と連携した取組を進

めていくことが必要です。 

 

 

（動物愛護と管理） 

○ ペットが伴侶動物（コンパニオンアニマル）として生活に欠かせない存在となりつつある

一方、動物の飼い方に起因する迷惑問題や安易な飼養放棄などが問題となっています。 

動物との正しい付き合い方を理解し、動物とのかかわりを通じて生命尊重の精神を育む

ことで、人と動物が共生できる社会を構築することが求められています。 

 

《野生生物の保護管理》 

○ 生物多様性保全の観点から、絶滅のおそれのある希少野生生物の保護や、生態系等への影

響が懸念される外来種の防除、野生生物による農林水産業被害の防止・軽減など、自然との

共生を基本として、生息・生育状況等の現状把握に努め、適正な保護管理を推進していく必

要があります。 

 

  このような自然に恵まれた海岸・浅海域は、引き続きその保全を通じて、豊かな生産性や

観光資源の維持に努めていくことが必要です。 

 

○ 都市、農村、河川の周辺などに存在する身近な自然などについては、多様な生物の生息・

生育地、あるいは生態系を連結したり、気温の上昇を抑制するなどの機能を持つ地域として

保全と適正な利用を図り、うるおい、やすらぎ、ゆとりなどの心の豊かさが感じられる快適

な環境の積極的な創造に取り組むことが重要です。 

 

（北海道らしい景観の形成） 

○ 北海道の景観は、雄大な自然の中で地理的条件や気候、土地利用など様々な要因が複合的

に関わって生み出されており、広域性と多様性が特徴となっています。 

  景観に対する道民の関心も高まっており、広域景観づくりなど地域の自然や生活、産業に

根ざした北海道らしい景観づくりの推進が求められています。 

 

《知床世界自然遺産》 

○ 世界自然遺産に登録された知床の類まれな自然環境とこの地域で暮らす人々の文化等を

人類共有の財産と位置付け、より良い形で将来に引き継ぐため、道をはじめとした関係行政

機関・団体が連携し、道民、来訪者、事業者等が一丸となって、知床の保全や適正な利用を

進めるとともに、知床でのすぐれた取組やルールを、他の地域にも波及させることが求めら

れています。 

 

《自然とのふれあいの推進》 

○ 身近な自然であるみどりや水辺をはじめとした自然とのふれあいは、生活にうるおいやや

すらぎを与えるものであり、これらの自然と親しむ場や機会の確保が求められています。 

 

○ また、近年、自然とのふれあいを求めるニーズの高まりやインバウンドの増加を背景とし

たアウトドア活動の活発化等に伴い、一部の自然公園では、登山道の浸食や希少な野生植物

の踏み荒らしなど、利用者の増加やマナーの低下等に起因する自然環境への悪影響が懸念さ

れています。 

  自然環境の適正な利用を図るため、観光やアウトドア関連の事業者と連携した取組を進め

ていくことが必要です。 

 

（動物愛護と管理） 

○ ペットは伴侶動物（コンパニオンアニマル）として生活に欠かせない存在である一方、動

物の飼い方に起因する迷惑問題や安易な飼養放棄などが問題となっています。 

動物との正しい付き合い方を理解し、動物とのかかわりを通じて生命尊重の精神を育む

ことで、人と動物が共生できる社会を構築することが求められています。 

 

《野生生物の保護管理》 

○ 生物多様性保全の観点から、絶滅のおそれのある希少野生生物の保護や、生態系等への影

響が懸念される外来種の防除、野生生物による農林水産業被害の防止・軽減など、自然との

共生を基本として、生息・生育状況等の現状把握に努め、適正な保護管理を推進していく必

要があります。 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

（希少野生生物の保護） 

○ 本道では、日本の中でも特有な生態系とともに特有の生物相が形成されていますが、野生

生物の中には、開発などに伴う生息・生育地の改変などにより、絶滅が懸念される種があり

ます。 

   このため、道では、絶滅のおそれのある野生生物の現状を「北海道レッドデータブック

2001」として公表するとともに、生物多様性保全条例に基づき捕獲等の行為を禁止する

「指定希少野生動植物種」を指定するなど、道内に生息・生育する希少な野生生物の保護を

図っており、今後も生息・生育状況等の現状把握に努め、対策を推進する必要があります。 

 

（外来種対策） 

○ アライグマやセイヨウオオマルハナバチなどの外来種は、地域固有の生物多様性をゆが

め、生態系を破壊する要因として、近年、大きな問題となっています。 

  道では、北海道の外来種リストを「北海道ブルーリスト 2010」として公表しており、

生物多様性保全条例に基づく「指定外来種」及び外来生物法に基づく「特定外来生物」を含

めた外来種全般に対する総合的な取組を推進する必要があります。 

 

（野生鳥獣の保護管理） 

○ 野生鳥獣の安定した生存を確保するとともに、多様な鳥獣の生息環境を保全するため、鳥

獣保護管理事業計画に基づき、鳥獣保護区の計画的な指定等を進めています。 

  一方、人間の活動域と野生鳥獣の生息域が接近し、生活環境や農林水産業に被害をもたら

しているものがあり、野生鳥獣の適正な保護管理が求められています。 

 

＜道指定の鳥獣保護区（平成 25 年度末現在）＞ 297 か所   総面積 約 26 万 ha 

 

○ エゾシカは、生息数の増加により、甚大な農林業被害をはじめ、希少植物の食害や自動車

等との衝突事故の発生などを引き起こし、生態系や道民の生活に様々な影響を及ぼしてい

ます。 

  農林業被害額は、平成 23 年度（約 64 億円）をピークに減少傾向にあるものの依然とし

て高水準であり、適正な生息数とするための個体数管理に加え、有効活用の促進なども含め

た総合的な対策を推進する必要があります。（図２－３－１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３－１ 全道におけるエゾシカ捕獲数と農林業被害額 

（希少野生生物の保護） 

○ 本道では、日本の中でも特有な生態系とともに特有の生物相が形成されていますが、野生

生物の中には、開発などに伴う生息・生育地の改変などにより、絶滅が懸念される種があり

ます。 

   このため、道では、絶滅のおそれのある野生生物の現状を「北海道レッドデータブック

2001」として公表するとともに、生物多様性保全条例に基づき捕獲等の行為を禁止する「指

定希少野生動植物種」を指定するなど、道内に生息・生育する希少な野生生物の保護を図っ

ており、今後も生息・生育状況等の現状把握に努め、対策を推進する必要があります。 

 

（外来種対策） 

○ アライグマやセイヨウオオマルハナバチなどの外来種は、地域固有の生物多様性をゆが

め、生態系を破壊する要因として、近年、大きな問題となっています。 

  道では、北海道の外来種リストを「北海道ブルーリスト 2010」として公表しており、生

物多様性保全条例に基づく「指定外来種」及び外来生物法に基づく「特定外来生物」を含め

た外来種全般に対する総合的な取組を推進する必要があります。 

 

（野生鳥獣の保護管理） 

○ 野生鳥獣の安定した生存を確保するとともに、多様な鳥獣の生息環境を保全するため、鳥

獣保護管理事業計画に基づき、鳥獣保護区の計画的な指定等を進めています。 

  一方、人間の活動域と野生鳥獣の生息域が接近し、生活環境や農林水産業に被害をもたら

しているものがあり、野生鳥獣の適正な保護管理が求められています。 

 

＜道指定の鳥獣保護区（平成 30 年度末現在）＞ 296 か所   総面積 約 26 万 ha 

 

○ エゾシカは、生息数の増加により、甚大な農林業被害をはじめ、希少植物の食害や自動車

等との衝突事故の発生などを引き起こし、生態系や道民の生活に様々な影響を及ぼしていま

す。 

  農林業被害額は、平成 23 年度（約 64 億円）をピークに減少傾向にあるものの依然とし

て高水準であり、適正な生息数とするための個体数管理に加え、有効活用の促進なども含め

た総合的な対策を推進する必要があります。（図２－３－１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３－１ 全道におけるエゾシカ捕獲数と農林業被害額 
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旧 環境基本計画 [第２次計画]改定版 新  環境基本計画［第３次計画］（事務局案） 主な変更点 

 

○ 国内では北海道のみに生息するヒグマは、過去に分布域の分断や縮小が起こり、その後の

回復も確認されていない地域がある一方で、近年の市街地出没の多発など、生息数の増加や

分布域の拡大が示唆される地域があります。 

  このため、人身被害の防止、人里への出没の抑制や農業被害の軽減を図りながら、地域個

体群を存続させることを目的に、総合的な対策を実施していく必要があります。 

 

○ 本道周辺のトド、アザラシなどによる漁業被害は平成 26 年度には 23 億円を超え、漁業

経営に大きな影響を与えています。 

  一方で、トドやゼニガタアザラシは環境省のレッドリスト＊に掲載されるなど国際的に保

護の気運も強いことから、トドやアザラシなどと漁業の共存を図るための取組が求められ

ています。 

 

 

 自然環境保全に関する目標  

① 自然公園や自然環境保全地域等のすぐれた自然を保全する 

② 森林、農地、水辺等が有する環境保全機能の維持増進を図る 

③ みどりや水辺とのふれあいづくりを推進する 

④ 北海道らしい広域的な景観づくりを推進する 

⑤ 自然環境の保全と適正な利用により、自然とのふれあいを推進する 

⑥ 動物愛護精神の普及を図る 

⑦ 希少野生動植物の保護管理や、外来種による生態系等への影響低減などにより、生物

多様性の確保を図る 

⑧ 鳥獣の生息環境の保全や、鳥獣による農林水産業等被害の防止など、野生鳥獣の適正

な保護管理を推進する 

 

 自然環境保全に関する指標群  

《個別指標》 

名称 基準 目標数値等 関連目標 

犬・ねこの安楽殺処分頭数 
9.786 頭 

（H18） 

1,000 頭 

（H32） 

【暫定】 

⑥ 

エゾシカ個体数指数 

（東部地域） 

120 

（H24） 

50 

（H28） 
⑧ 

エゾシカ個体数指数 

（西部地域） 

290 

（H24） 

200 

（H28） 
⑧ 

 

《補足データ》 

名称 関連施策 関連目標 

すぐれた自然地域の面積 ア（ア） ① 

森林所有者等が生物多様性の保全のため 

特に森林の整備・保全を行う面積 
ア（イ） ② 

一人当たり広域公園都市面積 ア（ウ） ③ 

 

○ 国内では北海道のみに生息するヒグマは、過去に分布域の分断や縮小が起こり、その後の

回復も確認されていない地域がある一方で、近年の市街地出没の多発など、生息数の増加や

分布域の拡大が示唆される地域があります。 

  このため、人身被害の防止、人里への出没の抑制や農業被害の軽減を図りながら、地域個

体群を存続させることを目的に、総合的な対策を実施していく必要があります。 

 

○ 本道周辺のトド、アザラシなどによる漁業被害は平成 2５年度をピークに減少傾向にあり

ますが、平成 30 年度においても約 14 億円を超え、漁業経営に大きな影響を与えていま

す。 

  一方で、トドやゼニガタアザラシは環境省のレッドリスト＊に掲載されるなど国際的に保

護の気運も強いことから、トドやアザラシなどと漁業の共存を図るための取組が求められて

います。 

 

 自然環境保全に関する施策の基本的な方向性 

① 自然公園や自然環境保全地域等のすぐれた自然を保全する 

② 森林、農地、水辺等が有する環境保全機能の維持増進を図る 

③ みどりや水辺とのふれあいづくりを推進する 

④ 北海道らしい広域的な景観づくりを推進する 

⑤ 自然環境の保全と適正な利用により、自然とのふれあいを推進する 

⑥ 動物愛護精神の普及を図る 

⑦ 希少野生動植物種の保護管理や、外来種による生態系等への影響低減などにより、生

物多様性の保全を図る 

⑧ 鳥獣の生息環境の保全や、鳥獣による農林水産業等被害の防止など、野生鳥獣の適正

な保護管理を推進する 

 

 自然環境保全に関する指標群  

《個別指標》 

名称 基準 目標数値等 関連方向性 

犬・ねこの安楽殺処分頭数 
1,158 頭 

（H28） 

579 頭 

（R9） 

【暫定】 

⑥ 

エゾシカ個体数指数 

（東部地域） 

92 

（H27） 

50 

（R3） 
⑧ 

エゾシカ個体数指数 

（西部地域） 

247 

（H27） 

150 

（R3） 
⑧ 

 

《補足データ》 

名称 関連施策 関連方向性 

すぐれた自然の面積 ア（ア） ① 

森林所有者等が生物多様性の保全のため 

特に森林の整備・保全を行う面積 
ア（イ） ② 

一人当たり広域公園都市面積 ア（ウ） ③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・近年の状況反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


